
に
レ
オ
九
世
は
チ
ヴ
ィ
タ
ー
テ
（
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
）
の
戦
い
で
ノ
ル
マ
ン
人
に
敗

北
を
喫
し
、
以
後
九
ケ
月
の
あ
い
だ
捕
虜
と
し
て
軟
禁
状
態
に
お
か
れ
た
。
し
か

し
そ
の
六
年
後
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
は
ア
プ
リ
ア
の
メ
ル
フ
ィ
で
ノ
ル
マ
ン
人
と

同
盟
を
結
び
、
教
皇
権
が
ロ
ー
マ
貴
族
と
皇
帝
権
か
ら
独
立
す
る
た
め
の
軍
事
的

な
後
ろ
盾
を
手
に
し
た
の
で
あ
る
（
一
〇
五
九
・
八
・
二
三
）。
教
皇
が
伝
統
的

な
ノ
ル
マ
ン
人
敵
視
政
策
（
レ
オ
九
世
・
ヴ
ィ
ク
ト
ル
二
世
・
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
九

世
）
を
転
換
す
る
に
い
た
っ
た
背
景
に
は
、
教
皇
と
ノ
ル
マ
ン
人
の
対
立
の
解
消

に
努
め
、
両
者
の
協
力
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
っ
た
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
士

デ
シ
デ
リ
ウ
ス
ら
の
粘
り
強
い
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。「
メ
ル
フ
ィ
同
盟
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る
最
も
重
要
な
事
件
の
一

つ（
２
）」

と
い
わ
れ
る
。
本
同
盟
に
よ
っ
て
教
皇
は
ア
ヴ
ェ
ル
サ
侯
リ
カ
ル
ド
に
カ
プ

ア
の
領
有
を
、
ま
た
ロ
ベ
ル
ト
・
グ
ィ
ス
カ
ル
ド
（
ロ
ベ
ー
ル
・
ギ
ス
カ
ー
ル
）

に
ア
プ
リ
ア
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
お
よ
び
シ
チ
リ
ア
の
領
有
を
認
め
、
リ
カ
ル
ド
と
ロ

ベ
ル
ト
の
両
名
は
正
式
に
教
皇
の
封
臣
に
な
っ
た
。
カ
プ
ア
は
フ
ラ
ン
ク
お
よ
び

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
紹
介
か
ら
始
め
た
い
。
イ
サ
ウ
リ
ア
朝
の
レ
オ
ン
三
世

が
カ
ラ
ブ
リ
ア
と
シ
チ
リ
ア
を
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
か
ら
引
き
離
し
て
ビ
ザ
ン
ツ

領
に
編
入
し
て
以
来
（
七
三
一
年
）、
南
伊
に
は
多
数
の
ギ
リ
シ
ア
人
が
入
植
す

る
よ
う
に
な
り
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
教
会
、
修
道
院
が
あ
い
つ
い
で
設
立
さ
れ
た
。

十
一
世
紀
初
頭
の
南
伊
に
は
テ
マ
制
が
敷
か
れ
て
い
た
（
テ
マ
＝
カ
ラ
ブ
リ
ア
お

よ
び
テ
マ
＝
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
〈
ア
プ
リ
ア
〉）。
シ
チ
リ
ア
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が

優
勢
で
あ
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
修
道
士
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
住
み
着
い
て
い
た
。

南
伊
、
シ
チ
リ
ア
が
ラ
テ
ン
世
界
に
編
入
さ
れ
た
の
は
十
一
、
十
二
世
紀
で
あ
り
、

こ
れ
に
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
の
は
ノ
ル
マ
ン
人
と
改
革
教
皇
権
で
あ
っ
た（

１
）。

ノ
ル
マ
ン
人
は
ビ
ザ
ン
ツ
軍
や
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
諸
侯
軍
の
傭
兵
と
し
て
十
一
世
紀

初
頭
か
ら
次
第
に
そ
の
勢
力
を
伸
ば
し
、
三
十
年
代
に
オ
ー
ト
ヴ
ィ
ル
家
の
兄
弟

が
あ
い
つ
い
で
来
伊
す
る
と
、
彼
ら
の
征
服
地
は
急
速
に
拡
大
し
た
。
だ
が
ノ
ル

マ
ン
人
が
北
上
し
て
教
皇
領
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
を
脅
か
す
よ
う
に
な
る
と
彼
ら
と
ロ

ー
マ
教
皇
の
関
係
は
緊
張
し
、
や
が
て
対
立
へ
と
発
展
し
た
。
一
〇
五
三
年
六
月

一

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置

（
教
育
学
部
　
歴
史
学
研
究
室
）

関
　
　
口
　
　
武
　
　
彦



帝
国
の
、
ア
プ
リ
ア
と
カ
ラ
ブ
リ
ア
は
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
の
、
シ
チ
リ
ア
は
イ
ス
ラ

ム
教
徒
の
支
配
下
に
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
か
く
て
南
伊
、
シ
チ
リ
ア
の
政
治
権

力
の
再
編
が
始
ま
っ
た
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
は
、
ノ
ル
マ
ン
人
が
再
び
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
進
出
の
機
会
を

窺
う
よ
う
に
な
る
と
彼
ら
に
警
戒
心
を
抱
き
、
ノ
ル
マ
ン
人
諸
侯
の
分
断
政
策
を

と
っ
て
相
互
の
反
目
を
煽
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
教
皇
の
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
貫
し
て
ノ
ル
マ
ン
人
と
の
和
解
と
協
調
に
努
め
た
の
が
修
道
院
長
デ
シ
デ
リ
ウ

ス
で
あ
る
。
彼
が
終
始
ノ
ル
マ
ン
人
に
好
意
的
で
あ
っ
た
た
め
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

七
世
は
、
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
を
聖
務
禁
止
に
処
し
た
（
一
〇
七
八
年
）。
し
か

し
一
〇
八
〇
年
六
月
の
ブ
リ
ク
セ
ン
会
議
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
が
教
皇
廃
位
を
再

決
議
し
て
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
を
対
立
教
皇
に
擁
立
す
る
と
、
教
皇
は
再
び
ノ
ル
マ

ン
人
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
も
仲
介
の
労
を
と
っ
た
の
は

デ
シ
デ
リ
ウ
ス
で
あ
る
。
一
〇
八
三
年
四
月
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ロ
ー
マ
を
攻
囲
し
、

六
月
に
は
ロ
ー
マ
の
ほ
ぼ
全
域
を
制
圧
し
た
。
教
皇
は
一
年
近
く
サ
ン
タ
ン
ジ
ェ

ロ
城
に
籠
城
し
た
あ
と
、
漸
く
救
援
に
か
け
つ
け
た
ロ
ベ
ル
ト
・
グ
ィ
ス
カ
ル
ド

に
救
出
さ
れ
て
南
伊
に
逃
れ
た
。
教
皇
は
翌
年
サ
レ
ル
ノ
で
生
涯
を
終
え
て
い
る

（
一
〇
八
五
・
五
・
二
五
）。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
死
か
ら
一
年
後
に
、
修
道
院
長
デ

シ
デ
リ
ウ
ス
（
サ
ン
タ
・
チ
ェ
チ
ー
リ
ア
の
司
祭
枢
機
卿
）
は
枢
機
卿
団
に
よ
っ

て
ロ
ー
マ
で
教
皇
に
選
出
さ
れ
た
。
し
か
し
か
れ
は
直
ち
に
就
任
せ
ず
に
、
い
っ

た
ん
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
に
戻
り
、
ノ
ル
マ
ン
人
諸
侯
の
支
持
を
取
り
つ
け
て
か

ら
ロ
ー
マ
に
入
っ
て
ヴ
ィ
ク
ト
ル
三
世
と
し
て
教
皇
位
に
つ
い
た
の
で
あ
る
（
一

〇
八
七
・
五
）。

南
伊
、
シ
チ
リ
ア
に
お
い
て
教
会
の
ラ
テ
ン
化
が
本
格
的
に
進
む
の
は
メ
ル
フ

ィ
同
盟
以
後
で
あ
る（

３
）。

そ
の
立
役
者
は
ロ
ベ
ル
ト
・
グ
ィ
ス
カ
ル
ド
と
兄
弟
ル
ッ

ジ
ェ
ー
ロ
で
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
末
ま
で
に
ア
プ
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
人
司
教
は
、

オ
ト
ラ
ン
ト
の
座
を
除
い
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
と
の
関
係
を
絶

ち
ロ
ー
マ
に
従
属
し
た
（Siponto,

T
rani,

T
aranto

）。
カ
ラ
ブ
リ
ア
に
は
あ
い
つ

い
で
ラ
テ
ン
司
教
座
が
設
置
さ
れ
た
（S

an
M

arco
A

rgentano,
M

artirano,

M
ileto

）。
さ
ら
に
レ
ッ
ジ
オ
、
サ
ン
タ
・
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
、
コ
ゼ
ン
ツ
ァ
、
ロ
ッ

サ
ノ
な
ど
の
大
司
教
座
が
ラ
テ
ン
化
さ
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
系
修
道
院
の
ラ
テ
ン
化

も
進
み
、
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
ラ
テ
ン
修
道
院
の
創
設
も
み
ら
れ
た
（V

enosa,

Sant’E
ufem

ia,
Santa

M
aria

della
M

attina

）。
ラ
テ
ン
化
さ
れ
た
修
道
院
の
大
半

は
既
存
の
大
修
道
院
に
結
合
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
最
大
の
利
益
を
得
た
の

は
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
と
ラ
・
カ
ー
ヴ
ァ
両
修
道
院
で
あ
る（

４
）。

ロ
ベ
ル
ト
・
グ
ィ

ス
カ
ル
ド
が
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ
に
シ
チ
リ
ア
征
服
の
任
務
を
委
ね
た
の
は
一
〇
六
一

年
で
あ
り
、
三
十
年
後
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
最
後
の
基
地
ノ
ト
が
陥
落
し
た
。

こ
の
間
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
ア
プ
リ
ア
支
配
の
拠
点
バ
リ
が
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て
占

領
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
七
一
年
）。

南
伊
、
シ
チ
リ
ア
の
ラ
テ
ン
化
の
背
後
に
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
の
協
力
が

あ
っ
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
修
道
制
と
ラ
テ
ン
修
道
制
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
目
的
と
性

二

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



格
に
お
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
修
道
士
の
多
く
は
独
住
、

観
想
、
苦
行
を
好
む
が
、
そ
の
一
方
で
は
不
安
の
デ
ー
モ
ン
に
駆
り
た
て
ら
れ
る

か
の
よ
う
に
居
所
を
頻
繁
に
変
え
、
し
ば
し
ば
長
途
の
旅
に
で
る
。
聖
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
が
そ
の
『
戒
律
』
の
中
で
嫌
悪
の
情
を
隠
さ
な
か
っ
た
放
浪
修
道
士
《giro-

vagi

》
と
し
て
の
一
面
は
、
社
会
的
な
孤
立
か
ら
く
る
東
方
修
道
士
の
不
安
と
焦

燥
を
映
し
だ
し
て
い
よ
う
。
彼
ら
は
世
俗
の
権
力
に
た
い
し
て
は
概
し
て
無
関
心

か
不
信
の
念
を
抱
い
て
お
り
、
時
に
は
こ
れ
を
軽
視
し
蔑
む（

５
）。

他
方
、
ラ
テ
ン
人

修
道
士
は
堅
固
な
共
住
生
活
を
い
と
な
み
、
一
所
止
住
の
原
則
に
拠
り
な
が
ら
日

課
表
に
し
た
が
っ
て
様
式
化
さ
れ
た

務
に
専
念
し
て
い
る
。『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
の
戒
律
』
は
、
東
方
修
道
制
の
放
浪
的
な
も
の
、
予
言
的
な
も
の
、
狂
信
的
な

も
の
を
拒
否
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た（

６
）。

そ
の
上
ラ
テ
ン
人
修
道
士
は
伝
統
的
に

世
俗
権
力
と
の
関
係
を
重
視
す
る
。
当
る
べ
か
ら
ざ
る
勢
い
の
ノ
ル
マ
ン
人
は
い

つ
し
か
神
が
遣
わ
し
た
使
者
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
修
道
士
は
ギ
リ
シ
ア

人
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
た
い
す
る
ノ
ル
マ
ン
人
の
征
服
事
業
を

務
に
よ
っ
て
支

援
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
人
修
道
士
は
世
俗
権
力
を
高
踏
派
的
に

見
下
し
た
り
は
し
な
い
。
軍
務
は
本
来

務
に
ま
さ
る
の
で
あ
り
、
修
道
士
は
世

俗
権
力
の
軍
事
的
成
功
の
た
め
に
神
に
執
り
成
し
、
そ
の
加
護
を
祈
念
す
べ
き
存

在
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
世
俗
権
力
に
た
い
す
る
修
道
士
の
積
極
的
な
働
き
か

け
が
生
ま
れ
る
。
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
王
侯
の
政
治
顧
問
、
助
言
者

と
し
て
活
躍
し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
は
少
な
く
な
い
。（
オ
デ
ィ
ロ
ン
・

ド
・
ク
リ
ュ
ニ
ー
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
サ
ン
＝
ベ
ニ
ー
ニ
ュ
、
リ
シ
ャ
ー
ル
・

ド
・
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
ヌ
、
ポ
ポ
ン
・
ド
・
ス
タ
ヴ
ロ
）。
修
道
士
は
世
俗
の
権
力

者
と
親
密
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
逆
に
彼
ら
を
啓
蒙
教
化
し
、
キ
リ
ス
ト
の
戦
士
へ

と
内
面
的
に
改
造
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
と
そ
の

発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
東
西
修
道
制
を
比
較
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
西
欧
修
道
制
の
特
質
が
一
段
と
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
西
方

は
東
方
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
で
あ
る
。
十
三
世
紀
ま
で
に
東
西
修
道
制
の
差
異
は
明
瞭
に
な
る
。
こ
こ
で
明

ら
か
に
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
修
道
制
の
特
徴
と
そ
の
進
化
の
方
向
は
、
そ
の
後
幾

多
の
歴
史
の
風
雪
に
耐
え
な
が
ら
も
本
質
的
に
は
変
る
こ
と
な
く
現
代
ま
で
続
い

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
１
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。H

.B
loch,“M

onte

C
assin

o
,

B
y

zan
tiu

m
,

an
d

th
e

W
est

in
th

e
earlier

M
id

d
le

A
ges”,D

um
barton

O
aks

P
apers,3

（1946

）163-224;L
.R

.M
énager,“L

a

《B
yzantinisation

》

religieuse
de

L
’Italie

m
éridionale

（IX
e

―XII esiècles

）

et
la

politique
m

onastique
des

N
orm

ands
d’Italie”,

R
evue

d’histoire

ecclésiastique,53

（1958

）747-74,54

（1959

）5-40;
id.,“Points

de
vue

sur
l’étude

des
institutions

byzantines
en

Italie
m

éridionale”,A
rchivio

三

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口



storico
pugliese,12

（1959

）47-52;
J.D

écarreaux,
N

orm
ands,

papes
et

m
oines.

C
inquante

ans
de

conquêtes
et

de
politique

religieuse
en

Italie
m

éridionale
eten

Sicile

（m
ilieu

du
XI esiècle-débutdu

XII e

）.Paris

1974;
H

.D
orm

eier,
M

ontecassino
und

die
L

aien
im
11.

und
12.

Jahrhundert.
S

tuttgart
1979;

H
.E

.J.C
ow

drey,
T

he
A

ge
of

A
bbot

D
esiderius.

M
ontecassino,

the
P

apacy,
and

the
N

orm
ans

in
the

eleventh
and

early
tw

elfth
centuries.O

xford
1983.

（
２
）

Z
.N

.B
rooke,

A
H

istory
of

E
urope

911-1198.
L

ondon
31960

（1938

）

163.

（
３
）

J.D
écarreaux,op.cit.,83

etseqq.

（
４
）

Ibid.,87-89.

（
５
）
ビ
ザ
ン
ツ
修
道
制
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
を
み
よ
。K

.H
oll,“Ü

ber
das

griechische
M

önchtum
”,

P
reussische

Jahrbücher,
94

（1898

）407-24;

R
.S

ouarn,“L
a

profession
religieuse,

em
pêchem

ent
canonique

du

m
ariage

chez
G

recs”,
E

chos
d’O

rient,7

（1904

）194-98;
K

.L
ake,

“T
he

G
reek

M
onasteries

in
S

outh
Italy”,

T
he

Journal
of

T
heological

Studies,
1903,

345-68,
517-42;

1904,
22-41,

189-202;
R

.Janin,
“L

es

m
onastères

nationaux
et

provinciaux
à

B
yzance”,

E
chos

d’O
rient,36

（1933

）429-38;
J.M

.H
ussey,

“B
yzantine

M
onasticism

”,H
istory,

24

（1939

）56-62;
I.H

.D
alm

ais,
“Sacerdoce

et
m

onachism
e

dans
l’O

rient

chrétien”,
L

a
vie

spirituelle,80

（1949

）37-49;
E

.A
m

and
de

M
endieta,

“L
e

systèm
e

cénobitique
basilien

com
paré

au
systèm

e
cénobitique

pachôm
ien”,

R
evue

de
l’histoire

des
religions,

152

（1957

）31-80;

O
.R

ousseau,
“L

e
rôle

im
portant

du
m

onachism
e

dans
l’É

glise

d’O
rient”,

in:
Il

m
onachesim

o
orientale.

A
tti

del
convegno

di
studi

orientali

…sotto
la

direzione
del

P
ontificio

Istituto
O

rientale

…aprile

1958.
R

om
a
1958,33-55;

G
.R

ezac,
“L

e
diverse

form
e

di
unione

fra
i

m
onasteri

orientali”,
in:

ibid.,99-135;
A

.J.F
estugière,

L
es

m
oines

d’O
rient.

I,
culture

et
sainteté.

Paris
1961;

A
.G

uillou,
“Il

m
onachesi-

m
o

greco
in

Italia
m

eridionale
e

in
S

icilia
nel

m
edioevo”,

in:

L
’E

rem
itism

o
in

O
ccidente

nei
secoliXI

e
XII,

A
tti

della
seconda

setti-

m
ana

internazionale
di

studio
M

endola,1962.
M

ilano
1965,355-79;

G
.D

agron,
“L

es
m

oines
et

la
ville.

L
e

m
onachism

e
à

C
onstantinople

jusqu’au
concile

de
C

halcédoine

（451

）”,
C

entre
de

recherche
d’his-

toire
etcivilisation

byzantines:
T

ravaux
etm

ém
oires,4

（1970

）229-76;

P
.C

h
aran

is,“T
h

e
m

o
n

k
as

an
elem

en
t

o
f

B
y

zan
tin

e
so

ciety
”,

D
um

barton
O

aks
P

apers,25

（1971

）63-84;W
.H

.C
.Frend,“T

he
m

onks

and
the

survival
of

the
E

ast
R

om
an

E
m

pire
in

the
fifth

century”,P
ast

and
P

resent,54

（1972

）3-24.

邦
語
文
献
に
は
、
大
森
正
樹
「
ビ
ザ
ン
ツ

の
修
道
制
」（
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
『
中
世
の
修
道
制
』
創
文
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社
、
一
九
九
一
年
、
一
九
―
三
九
頁
）
が
あ
る
。

（
６
）
Ｆ
・
ヘ
ー
ア
（
小
山
宙
丸
・
小
西
邦
雄
訳
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
』
二

玄
社
、
一
九
八
二
年
、
二
七
頁
以
下
。

一
　
オ
リ
エ
ン
ト
・
ビ
ザ
ン
ツ
の
修
道
制

オ
リ
エ
ン
ト
・
ビ
ザ
ン
ツ
の
修
道
制
に
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
一
つ
は
修
道

制
を
教
会
組
織
の
枠
内
に
取
り
込
み
、
一
所
止
住
と
共
住
制
を
確
立
し
よ
う
と
す

る
動
き
で
あ
る
。
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
（
四
五
一
年
）
の
決
議
、『
ユ
ス
テ
ィ
ニ

ア
ヌ
ス
法
典
』
の
修
道
制
に
関
す
る
規
定
（
六
世
紀
な
か
ば
）、
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ノ
ー
プ
ル
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ス
修
道
院
の
院
長
テ
オ
ド
ロ
ス
（
八
二
六
年
没
）

の
遺
言
書
と
テ
ュ
ピ
コ
ンτυ

πικóν

（
設
立
憲
章
）、
ア
ト
ス
の
ラ
ウ
ラ
修
道
院
の

創
設
者
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
が
作
成
し
た
修
道
規
則
、
皇
帝
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
チ
ミ
ス
ケ

ス
が
ラ
ウ
ラ
に
与
え
た
テ
ュ
ピ
コ
ン
（
十
世
紀
後
半
）
な
ど
は
そ
う
し
た
努
力
の

あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
に
ま
で

遡
り（
１
）、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
シ
リ
ア
、
ア
ナ
ト
リ
ア
を
へ
て
ギ
リ
シ
ア
に
も
た
ら
さ
れ

た
独
住
制
（
隠
修
士
制
）
と
散
居
修
道
制
の
流
れ
が
あ
る
。
こ
の
潮
流
に
属
す
る

修
道
士
の
中
に
は
禁
欲
的
苦
行
を
実
践
し
な
が
ら
も
各
地
を
渡
り
歩
く
修
行
者
が

少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
彼
ら
は
民
衆
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
り
、

ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
主
義
や
キ
リ
ス
ト
単
性
論
を
め
ぐ
る
神
学
論
争
の
際
に
は
、
し
ば

し
ば
徒
党
を
組
ん
で
総
主
教
や
教
会
会
議
に
圧
力
を
か
け
て
い
る（
２
）。

カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
の
若
干
の
カ
ノ
ン
は
修
道
制
に
つ
い
て
規
定
し
た
（
第
三
、

四
、
七
、
八
、
十
六
、
十
八
、
二
十
三
、
二
十
四
条（

３
））。

こ
の
う
ち
で
注
目
す
べ

き
は
、
修
道
士
が
気
紛
れ
に
都
市
を
さ
ま
よ
っ
た
り
、
主
教
の
同
意
な
し
に
修
道

院
を
設
立
す
る
の
を
禁
じ
た
第
四
条
で
あ
ろ
う
。
同
条
は
修
道
士
が
主
教
権
に
服

す
べ
き
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
第
八
条
は
、
修
道
院
を
は
じ
め
諸
施
設
が
主
教

の
裁
治
権
下
に
お
か
れ
る
と
述
べ
、
第
十
八
条
は
、
修
道
士
が
徒
党
を
組
ん
だ
り

共
謀
し
て
主
教
に
謀
反
を
企
て
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
第
二
十
三
条
は
、

帝
都
に
乱
入
し
た
放
浪
修
道
士
は
皇
帝
に
よ
っ
て
所
属
修
道
院
に
強
制
送
還
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
公
会
議
は
修
道
士
の
共
住
生
活
と
一
所
止
住

の
原
則
を
明
確
に
さ
だ
め
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
制
定
に
な
る
『
新
勅
法
』（N

ovellae

）
は
、
そ
の
第

五
編
（
五
三
五
年
）
と
第
百
二
十
三
編
（
五
四
六
年
）
に
お
い
て
修
道
制
に
言
及

し
た（
４
）。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
共
住
修
道
制
で
あ
り
、
共
同
の

食
事
、
共
同
寝
室
の
使
用
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
一
所
止
住
が
強
調
さ
れ
た
。
修

道
士
が
居
所
を
変
え
る
の
は
精
神
が
不
安
定
で
優
柔
不
断
の
証
拠
で
あ
り
、
上
長

や
主
教
は
彼
ら
を
厳
し
く
監
視
す
べ
き
で
あ
る
（
第
五
編
第
七
章
）。
教
区
主
教

は
修
道
士
、
修
道
女
が
都
会
を
彷
徨
し
な
い
よ
う
に
監
督
す
る
責
任
が
あ
る
。
た

と
い
修
道
士
が
法
廷
に
用
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
彼
は
代
理
人
を
立
て
る
べ
き
で

あ
り
、
自
ら
修
道
院
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
（
第
百
二
十
三
編
第
四
十
二
章
）。

五

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口



家
族
を
抱
え
て
い
る
者
が
発
心
し
て
修
道
士
に
な
っ
た
と
き
の
妻
子
の
生
活
保
障

の
問
題
に
つ
い
て
は
同
編
第
三
十
八
章
以
下
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
ユ

ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
の
諸
規
定
は
、
総
じ
て
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
の
政
策
路

線
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ビ
ザ
ン
ツ
修
道
制
に
独
特
の
性
格
を
付
与
し
た
の
は
、
修
道
院
設
立
者
が
修
道

院
の
基
本
財
産
と
運
営
規
則
を
さ
だ
め
た
文
書
で
あ
る
。
テ
ュ
ピ
コ
ン
と
呼
ば
れ

た
も
の
が
こ
れ
で
あ
る（
５
）。
各
修
道
院
は
公
権
力
（
皇
帝
・
総
主
教
・
主
教
）
に
よ

っ
て
認
証
さ
れ
た
独
自
の
テ
ュ
ピ
コ
ン
を
も
ち
、
こ
れ
に
追
補
、
修
正
を
施
す
こ

と
は
原
則
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
テ
ュ
ピ
コ
ン
は
年
に
数
回
修
道
士
全
員
の
前

で
朗
読
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
伝
統
が
重
視
さ
れ
た
東
方
世
界
で
は
テ
ュ
ピ
コ
ン
の

変
更
は
疑
い
の
目
で
み
ら
れ
、
修
道
院
の
改
革
は
と
り
も
直
さ
ず
テ
ュ
ピ
コ
ン
本

来
の
趣
旨
に
復
帰
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
テ
ュ
ピ
コ
ン
に
は
各
修
道
院
の
自
主
独

立
を
意
味
す
る
様
々
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
自
由
の
」《¸ελευ

θέρα

》、「
隷

属
し
な
い
」《¸α

κα
τα

δού
λω

τος

》、「
自
主
の
」《α

¸υ
τοδέσ

ποτος
》、「
独
立
の
」

《α
¸υ

τεξ
ο

ύ
σ

ιο
ς

》、「
自
立
し
支
配
す
る
」《˛εα

υ
τη

ςκ
υ

ρ
ιεύ

ο
υ

σ
α

κ
α

ὶ

δεσ
πό

ζο
υ

σ
α

》
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る（
６
）。
テ
ュ
ピ
コ
ン
を
受
け
取
っ
た
修
道
院
は

個
別
的
に
独
立
と
自
治
を
保
障
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
各
修
道
院
の
孤
立
化
を

招
く
一
因
に
も
な
っ
た
。
ラ
テ
ン
世
界
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
群
の
修
道
院
を

傘
下
に
従
え
る
改
革
運
動
の
ご
と
き
は
ビ
ザ
ン
ツ
で
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

共
住
制
を
目
指
し
た
修
道
院
に
、
テ
オ
ド
ロ
ス
の
率
い
る
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ス
修
道

院
が
あ
る（
７
）。
テ
オ
ド
ロ
ス
が
死
の
直
前
に
し
た
た
め
た
遺
言
書
は
、
彼
の
関
心
が

共
住
制
の
復
興
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る（
８
）。
聖
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
敬

愛
し
て
い
た
テ
オ
ド
ロ
ス
は
、
た
と
い
縫
い
針
一
本
で
も
私
有
し
て
は
な
ら
ぬ
と

述
べ
て
私
的
所
有
を
全
面
的
に
禁
じ
、
共
同
生
活
と
一
所
止
住
を
厳
命
し
た
。
そ

の
遺
言
書
は
修
道
院
長

˛η
γού

µ
ενο

ς

と
修
道
士
の
双
方
に
た
い
す
る
勧
告
か
ら

な
る
が
、
テ
オ
ド
ロ
ス
は
修
道
院
長
へ
の
勧
告
の
方
を
は
る
か
に
詳
細
に
規
定
し

て
お
り
、
院
長
権
限
の
強
化
が
彼
に
と
っ
て
は
焦
眉
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
九
世
紀
な
か
ば
に
作
成
さ
れ
た
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ス
修
道
院
の
テ
ュ
ピ
コ

ン
も
大
体
同
趣
旨
の
内
容
で
あ
る（
９
）。
本
テ
ュ
ピ
コ
ン
は
十
世
紀
の
ア
ト
ス
の
テ
ュ

ピ
コ
ン
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
上
に
、
十
三
世
紀
に
い
た
る
ま
で
パ
レ
ス

チ
ナ
を
除
く
東
方
世
界
の
多
数
の
修
道
院
で
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ト
レ
ビ
ゾ

ン
ド
出
身
の
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
は
九
五
〇
年
代
末
に
ア
ト
ス
に
渡
り
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ

ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
帝
（
九
六
三
―
六
九
年
）
の
財
政
支
援
を
得
て
ラ
ウ
ラ
修
道
院

を
創
設
し
た（
10
）。
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
が
作
成
し
た
修
道
規
則
（
九
六
三
年
）
は
全
文
三

十
七
章
か
ら
な
り
、
こ
の
う
ち
二
十
三
章
に
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ス
修
道
院
の
テ
ュ
ピ

コ
ン
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
る（
11
）。
と
く
に
典
礼
に
関
し
て
は
同
院
の
影
響
が
著
し

い
。
ア
ト
ス
で
も
手
労
働
は
重
視
さ
れ
、
激
し
い
労
働
（
金
属
加
工
、
ラ
バ
追
い
、

船
大
工
な
ど
）
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
た
い
し
て
は
食
事
内
容
に
特
別
の
配
慮
が
示

さ
れ
て
い
る
。
皇
帝
修
道
院
ラ
ウ
ラ
は
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
帝
の
暗
殺

に
よ
っ
て
一
時
混
乱
に
陥
っ
た
。
こ
れ
を
収
束
す
る
た
め
に
後
継
者
ヨ
ア
ン
ネ
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ス
・
チ
ミ
ス
ケ
ス
帝
は
ラ
ウ
ラ
に
テ
ュ
ピ
コ
ン
を
発
給
し
た
（
九
七
一
／
七
二

年
）
（
12
）。
ラ
ウ
ラ
創
設
以
来
ア
ト
ス
で
は
共
住
修
道
士
と
独
住
修
道
士
の
あ
い
だ
に

確
執
が
続
い
て
い
た
が
、
共
住
修
道
院

κοινόβιον

、
独
立
小
院

κελλ
ίον

、
独

住
修
道
士

¸α
να

χ
ω

ρ
η

τή
ς

の
利
害
の
調
整
を
は
か
る
た
め
に
、
皇
帝
は
ス
ト
ゥ

デ
ィ
オ
ス
修
道
院
長
エ
ウ
テ
ュ
ミ
オ
ス
を
ア
ト
ス
に
派
遣
し
た
。
こ
の
事
実
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
皇
帝
の
立
場
は
明
確
で
あ
っ
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
共
住
制
を

尊
重
す
る
規
則
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
テ
ュ
ピ
コ
ン
に
は
皇
帝
ヨ
ア
ン
ネ

ス
・
チ
ミ
ス
ケ
ス
と
五
十
七
名
の
修
道
士
が
副
署
し
た（
13
）。
こ
の
う
ち
四
十
七
名
が

修
道
院
長
で
あ
り
、
ラ
ウ
ラ
修
道
院
長
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
は
ア
ト
ス
の
総
監

πρϖ
τος

の
次
に
副
署
し
て
い
る
。
五
十
七
名
の
修
道
士
の
う
ち
司
祭
修
道
士
は

僅
か
に
十
名
を
か
ぞ
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
四
十
七
名
の
修
道
院
長
の
う
ち
司
祭
に

叙
階
さ
れ
た
者
は
七
名
（
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
っ
た
。
ア
ト
ス
の
修
道
院
は

司
祭
共
同
体
と
し
て
の
性
格
が
稀
薄
で
あ
り
、
司
祭
職
に
就
か
な
い
修
道
士
の
方

が
数
の
う
え
で
は
は
る
か
に
勝
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
以
後
の
皇
帝
政
府
に
よ
る
共
住
制
の
奨
励
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
ビ
ザ
ン
ツ
修
道
制
の
底
流
に
は
隠
修
士
的
生
活
へ

の
強
い
憧
憬
が
あ
っ
た
。
共
住
制
が
勝
利
し
た
か
に
み
え
る
ア
ト
ス
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
っ
て
、
独
住
制
は
依
然
と
し
て
修
道
士
の
幅
広
い
支
持
を
得
て
い
た
の

で
あ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
で
隠
修
士
の
霊
的
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
聖
サ
バ
ス
は

「
花
が
果
実
に
先
行
す
る
よ
う
に
、
共
住
生
活
は
独
住
生
活
に
先
行
す
る
」
と
述

べ
て
、
一
定
期
間
の
共
住
生
活
を
体
験
し
た
修
行
者
に
た
い
し
て
の
み
庵
室
で
の

生
活
を
許
し
た（
14
）。
サ
バ
ス
の
師
エ
ウ
テ
ュ
ミ
ウ
ス
、
エ
ジ
プ
ト
の
著
名
な
隠
修
士

で
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
弟
子
で
あ
っ
た
パ
フ
ヌ
テ
ィ
ウ
ス
も
同
意
見
で
あ
っ
た（
15
）。

ま
た
ト
ル
ゥ
ロ
教
会
会
議
（
六
九
二
年
）
の
カ
ノ
ン
第
四
十
一
条
は
、
修
道
士
が

独
住
生
活
に
入
る
た
め
に
は
三
年
の
共
住
体
験
が
必
要
で
あ
る
と
規
定
し
た（
16
）。
し

か
し
な
が
ら
共
住
修
道
院
で
の
十
分
な
訓
練
を
へ
な
い
で
、
い
き
な
り
独
住
生
活

に
踏
み
だ
す
修
道
士
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
修
道
制
の
中
心
が
十
一

世
紀
以
後
、
帝
都
を
離
れ
て
ア
ト
ス
に
移
っ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
ア
ト
ス
の

森
林
や
山
岳
（
最
高
峰
は
二
千
三
十
三
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
）
は
い
た
る
と
こ
ろ

庵
を
結
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
提
供
し
て
お
り
、
隠
修
士
に
と
っ
て
ア
ト
ス

は
垂
涎
の
修
行
場
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
独
特
の
神
秘
主
義
神
学
が

完
成
す
る
の
は
後
述
す
る
よ
う
に
十
四
世
紀
で
あ
る
が
、
そ
の
担
い
手
は
ア
ト
ス

の
修
道
士
で
あ
っ
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
人
は
神
学

θεολογία

を
し
ば
し
ば
神
の
内
的

覚
知
の
意
味
で
用
い
た
。
神
学
者
な
ら
ば
彼
は
真
の
祈

が
で
き
る
し
、
ま
た
真

の
祈

が
で
き
る
な
ら
ば
そ
の
者
は
神
学
者
な
の
で
あ
る（
17
）。
修
道
士
は
教
父
の
著

作
の
研
究
を
除
き
学
問
に
た
い
し
て
は
懐
疑
的
で
あ
り
、
労
働
も
ま
た
彼
ら
に
と

っ
て
は
二
義
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
。
修
道
士
は
神
秘
主
義
神
学
を
修
得
す
る

た
め
に
、
禁
欲
と
苦
行
の
生
活
に
毅
然
と
し
て
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
ら
に

と
っ
て
使
徒
的

¸α
ποσ

τολικός

と
い
う
用
語
の
も
つ
意
味
も
ま
た
独
特
で
あ
る
。

こ
れ
は
西
欧
の
よ
う
に
活
動
的
、
司
牧
的
生
活
に
た
い
し
て
適
用
さ
れ
る
の
で
は

七

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口



な
く
て
、
観
想
の
究
極
の
境
地
に
達
し
た
状
態
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
。
し
た
が

っ
て
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
は
聖
職
者
に
叙
階
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
最
も
使
徒

的
な
隠
修
士
な
の
で
あ
る（
18
）。
ビ
ザ
ン
ツ
の
修
道
士
は
修
行
の
完
成
状
態
に
あ
っ
て

は
俗
世
と
没
交
渉
に
な
り
、
非
社
会
的
な
存
在
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

（
１
）
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
主
教
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
の
著
作
「
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
伝
」

に
つ
い
て
は
邦
訳
が
あ
る
。
小
高
毅
訳
「
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
伝
」（
上
智
大

学
中
世
思
想
研
究
所
編
『
中
世
思
想
原
典
集
成
１
』
平
凡
社
、
一
九
九
五

年
、
七
六
七
頁
以
下
）。
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
以
前
に
も
著
名
な
隠
修
士
が
い

た
。
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
著
・
荒
井
洋
一
訳
「
最
初
の
隠
修
士
パ
ウ
ル
ス
の
生
」

（
前
掲
、
中
世
思
想
原
典
集
成
４
、
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
、
六
〇
一
頁

以
下
）
を
み
よ
。

（
２
）

G
.D

agron,
op.cit.,

261-76;
W

.H
.C

.Frend,
op.cit.,

10
et

seqq.

修
道
士

は
社
会
の
安
全
弁
（safety

valve)

で
あ
り
、
民
衆
と
社
会
を
取
り
持
つ

緩
衝
器
（buffer)

で
あ
っ
た
（Ibid.,10

）˚

（
３
）

C
.J.H

efele,
H

istoire
des

conciles
d’après

les
docum

ents
originaux.

N
o

u
v

elle
trad

u
ctio

n
fran

çaise
co

rrig
ée

et
au

g
m

en
tée

p
ar

H
.

L
eclercq.II-2,H

ildesheim
/N

ew
Y

ork
1973,770

etseqq.

（
４
）

Justinian/S
cott,

C
orpus

juris
civilis

（T
he

C
ivil

L
aw

）.N
ew

Y
ork

1973(1932)
vol.7.

（
５
）
テ
ュ
ピ
コ
ン
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
を
み
よ
。P

.de
M

eester,
“L

es

typiques
de

fondation
(τυ

π
ικ

α
κ

τη
το

ρ
ικ

α
)”,

Studi
B

izantini
e

N
eoellenici,

6(1940)
489-508;

E
.H

erm
an,

“R
icerche

sulle
istituzioni

m
onastiche

bizantine.
T

ypika
ktetorika,

caristicari
e

m
onasteri

《liberi

》”,
O

rien
ta

lia
C

h
ristia

n
a

P
erio

d
ica

,
6

（1940

）293-375;

R
.Janin,“L

e
m

onachism
e

byzantin
au

m
oyen

âge.C
om

m
ende

ettypi-

ca

（X
e-X

IV
e

siècle

）”,
R

evue
des

études
byzantines,

22

（1964

）5-44;

S.R
uncim

an,T
he

G
reatC

hurch
in

C
aptivity.C

am
bridge,1968

37-54.

（
６
）

R
.Janin,op.cit.,34-36.

（
７
）
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ス
修
道
院
の
改
革
に
つ
い
て
は
ル
ロ
ワ
の
研
究
を
参
照
せ

よ
。J.L

eroy,
“L

a
vie

quotidienne
du

m
oine

studite”,
Irénikon,

27

（1954

）21-50;id.,“L
a

réform
e

studite”,in
:Ilm

onachesim
o

orientale

…,
181-214;

id.,
S

tu
d

itisch
es

M
ö

n
ch

tu
m

,
T

h
eo

d
o

ro
s

S
tu

d
ites.

M
onastische

E
pigram

m
e.G

raz/W
ien/K

öln
1969.

（
８
）
七
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
い
た
る
ビ
ザ
ン
ツ
の
代
表
的
な
テ
ュ
ピ
コ
ン
六

十
一
通
（
う
ち
六
通
は
女
子
修
道
院
宛
）
が
英
訳
さ
れ
、
解
説
を
付
し
て

公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ビ
ザ
ン
ツ
修
道
制
の
研
究
が
著
し
く
身
近

な
も
の
に
な
っ
た
。cf.

J.T
hom

as
and

A
.C

.H
ero

（ed.

）,B
yzantine

M
onastic

F
oundation

D
ocum

ents.
A

com
plete

translation
of

the
sur-

八

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



viving
founders’

T
ypika

and
T

estam
ents

（D
um

barton
O

aks
S

tudies

XXXV
）.5

vols,W
ashington,D

.C
.2000.

テ
オ
ド
ロ
ス
の
遺
言
書
は
本
書

第
一
巻
の
六
七
―
八
三
頁
（
Ｔ
・
ミ
ラ
ー
の
解
説
・
英
訳
）
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
９
）

Ibid.,84-119

（trans.T
.M

iller

）.

（
10
）

R
.M

orris,
“T

he
origins

of
A

thos”,
in:

A
.B

ryer
and

M
.C

unningham

（ed.

）,M
ount

A
thos

and
B

yzantine
M

onasticism
.

V
ariorum

1996,37-

46.

（
11
）

J.T
hom

as
and

A
.C

.H
ero(ed.),op.cit.,205-31(trans.G

.D
ennis).

（
12
）

Ibid.,232-44(trans.G
.D

ennis).

（
13
）

Ibid.,241-42.

（
14
）

A
.-J.Festugière,op.cit.,53.

（
15
）

Ibid.

（
16
）

C
.J.H

efele,H
istoire

des
C

onciles

…,III-1,568.

（
17
）

J.M
.H

ussey
and

T
.A

.H
art,

“B
yzantine

theological
speculation

and

spirituality”,in:T
he

C
am

bridge
M

edievalH
istory.IV,197.

（
18
）

O
.R

ousseau,op.cit.,53.

二
　
西
欧
の
修
道
制

ガ
リ
ア
の
古
修
道
制
は
東
方
修
道
制
の
影
響
を
強
く
と
ど
め
て
い
る
。
聖
マ
ル

テ
ィ
ヌ
ス
が
ポ
ワ
テ
ィ
エ
近
郊
リ
ギ
ュ
ジ
ェ
に
設
立
し
た
修
道
院
で
用
い
ら
れ
た

戒
律
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
当
地
の
修
道
生
活
は
禁
欲
的
な
隠
修

士
の
そ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
ト
ゥ
ー
ル
の
民
衆
が
彼
を
司

教
に
選
出
し
て
同
市
に
招
請
し
た
と
き
、
彼
の
身
な
り
が
司
教
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
の
理
由
か
ら
就
任
に
異
議
を
と
な
え
た
司
教
が
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
あ
る（
１
）。

五
世
紀
初
頭
に
カ
ン
ヌ
沖
の
レ
ラ
ン
ス
島
に
ホ
ノ
ラ
ト
ゥ
ス
が
創
設
し
た
修
道
院

は
の
ち
に
ガ
リ
ア
の
司
教
の
苗
床
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
が
敬

愛
さ
れ
、
修
道
生
活
は
隠
修
士
的
な
散
居
修
道
院
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る（
２
）。
レ
ラ
ン
ス
で
は
パ
コ
ミ
ウ
ス
や
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
戒
律
を
合
成
し

た
混
合
戒
律M

ischregel

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
出
身
の
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
が
ミ
ラ
ノ
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
に
、
ト
リ
エ
ル
か
ら
や
っ
て
き
た
一

人
の
皇
帝
役
人
か
ら
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
た
の
は
彼
が

三
十
二
才
の
と
き
で
あ
る
（
三
八
六
年（

３
））。

修
道
制
の
普
及
に
貢
献
し
た
人
物
、

例
え
ば
ヒ
ラ
リ
ウ
ス
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
、
ホ
ノ
ラ
ト
ゥ
ス
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
ッ
シ

ア
ヌ
ス
な
ど
は
い
ず
れ
も
東
方
の
生
活
体
験
が
あ
り
、
西
欧
の
初
期
修
道
制
に
は

東
方
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
六
世
紀
末
に
ト
ゥ
ー
ル
司
教
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
が
執
筆
し
た
『
歴
史
十
巻
』（
フ
ラ
ン
ク
史
）
は
、
当
時
の
修
道
生
活
を
知

九

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口



る
上
か
ら
も
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
敬
虔
で
禁
欲
的
な
人
物
は
し

ば
し
ば
修
道
院
に
入
る
か
隠
修
士
に
な
っ
た
。
彼
は
苦
行
衣
を
ま
と
い
、
断
食
、

祈
り
、
不
眠
に
よ
っ
て
お
の
れ
を
鍛
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
半
面
、
王
族

出
身
の
女
性
を
収
容
し
た
修
道
院
、
例
え
ば
ク
ロ
タ
ー
ル
一
世
妃
ラ
デ
グ
ン
デ
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
ポ
ワ
テ
ィ
エ
の
修
道
院
な
ど
で
は
、
修
道
女
の
あ
い
だ
で
す

さ
ま
じ
い
確
執
と
主
導
権
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る（
４
）。
六
世
紀
末
の
ガ
リ
ア
の
修
道
戒
律
に
つ
い
て
は
二
箇
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

ア
ル
ル
司
教
カ
エ
サ
リ
ウ
ス
の
戒
律
、
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
と
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
戒
律

が
こ
れ
で
あ
る（
５
）。『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
こ

の
時
代
の
ガ
リ
ア
の
修
道
院
で
は
複
数
の
修
道
規
則
か
ら
な
る
戒
律
が
広
く
用
い

ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い（
６
）。

聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
生
涯
に
関
す
る
精
確
な
情
報
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
六

世
紀
初
頭
の
作
と
い
わ
れ
る
『
師
の
戒
律
』（R

egula
M

agistri
）
を
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
自
身
が
十
分
に
咀
嚼
し
て
コ
ン
パ
ク
ト
な
内
容
と
構
成
に
ま
と
め
上
げ
た
の
が

『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』（
以
下
『
戒
律
』
と
よ
ぶ
）
で
あ
り
、
そ
の
作
成

年
代
が
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
の
編
纂
期
と
ほ
ぼ
重
な
る
の
は
興
味
深
い

（
六
世
紀
半
ば
）。『
戒
律
』
に
は
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
の
強
い
影
響
が
み
ら
れ
る
（
第

四
十
二
、
七
十
三
章
）。
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
は
独
住
制
の
価
値
を
十
分
に
認
め
て
い

た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
も
ま
た
自
ら
の
体
験
を
通
し

て
独
住
制
を
よ
く
知
っ
て
い
た（
７
）。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
独
住
制
が
修
道
生
活
を

志
願
す
る
す
べ
て
の
者
に
容
易
に
実
践
し
う
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
独
住

制
に
は
き
ま
っ
た
様
式
が
な
く
し
た
が
っ
て
普
遍
性
に
欠
け
る
。
そ
れ
が
極
端
な

形
を
と
る
と
シ
リ
ア
の
聖
シ
メ
オ
ン
を
は
じ
め
一
連
の
柱
頭
行
者
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
禁
欲
と
苦
行
の
苛
酷
な
競
争
に
な
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
念
頭
に
あ
っ
た

の
は
初
心
者
で
も
実
践
可
能
な
「
最
強
の
種
類
」《fortissim

um
genus

》（
第
一

章
）
と
し
て
の
共
住
制
で
あ
っ
た
。
他
方
、
彼
が
嫌
悪
し
た
の
は
放
縦
修
道
士

sarabaita

と
放
浪
修
道
士

gyrovagus

で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
・
ビ
ザ
ン
ツ
の
通

弊
で
あ
っ
た
両
タ
イ
プ
の
修
道
士
の
忌
避
は
東
方
世
界
と
の
決
別
の
意
思
表
示
で

も
あ
っ
た
。
一
年
の
修
練
期
間
を
お
え
て
修
道
士
に
な
る
と
、
彼
は
家
族
共
同
体

の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
生
涯
一
所
止
住
の
義
務
を
負
っ
た
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

は
「
主
に
仕
え
る
学
校
《D

om
inici

scola
servitii

》
で
は
、
厳
し
す
ぎ
た
り
重
荷

に
な
る
こ
と
を
課
す
つ
も
り
は
な
い
」（
序
論
）
と
述
べ
て
い
る
。
本
戒
律
を
貫

い
て
い
る
の
は
中
庸
の
精
神
と
ロ
ー
マ
的
父
権
の
思
想
で
あ
る
。
修
道
院
長
の
独

裁
的
性
格
は
『
師
の
戒
律
』
に
比
較
す
る
と
幾
分
緩
和
さ
れ
て
は
い
る
が
、
修
道

院
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
代
理
を
つ
と
め
る
修
道
院
長
が
家
族
共
同
体
の
か
な
め

で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
く
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
修
道
士
の
服
従
を
強
調
す
る

一
方
、
修
道
院
長
が
良
き
牧
者
と
し
て
修
道
士
の
救
霊
に
た
い
す
る
責
任
を
自
覚

す
る
よ
う
に
と
注
意
を
促
し
て
い
る
（
第
二
章
）。
成
文
法
の
尊
重
も
ま
た
ロ
ー

マ
的
思
想
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
修
道
志
願
者
は
修
練
期
に
本
戒
律
を
繰
り
返
し
読

ん
で
も
ら
い
、
二
ケ
月
後
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
こ
こ
に
あ
な
た
が
そ

一
〇
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の
下
で
戦
い
を
希
望
す
る
法
《lex,

sub
qua

m
ilitare

vis

》
が
あ
る
。
そ
れ
を
守

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
入
り
な
さ
い
。
で
き
な
け
れ
ば
立
ち
去
る
の
は
自
由
で

す
」（
第
五
十
八
章
）
と
。
戒
律
は
主
権
者
で
あ
っ
て
、
修
道
院
長
で
す
ら
こ
れ

に
逆
ら
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
修
道
生
活
と
は
「
戒
律
に
従
う
生
活
」《vita

regularis

》
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
戒
律
』
は
成
立
後
た
だ
ち
に
西
欧
を
席
巻
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
普
及

の
プ
ロ
セ
ス
は
緩
慢
で
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
宣
教
師
、

フ
ラ
ン
ク
の
王
侯
貴
族
の
協
力
と
支
援
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
『
戒
律
』
は
西
欧
に

定
着
で
き
た
と
い
え
よ
う（
８
）。
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
は
六
世
紀
末
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド

族
の
略
奪
を
被
り
、
修
道
院
本
堂
が
焼
失
し
た
（
五
七
七
年
）。
修
道
院
長
が
モ

ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
に
戻
っ
た
七
一
七
年
ま
で
の
お
よ
そ
一
世
紀
半
の
あ
い
だ
、
同

修
道
院
は
廃
墟
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
が

『
戒
律
』
の
普
及
に
主
導
権
を
と
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
戒
律
』
の
普
及
に
貢
献
し
た
の
は
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
で
あ
る
。
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
が

十
二
名
の
同
志
と
共
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
大
陸
に
渡
っ
た
の
は
五
九
〇
年
頃
と

い
わ
れ
て
い
る
。
彼
が
創
立
し
た
リ
ュ
ク
ス
イ
ユ
修
道
院
（
ソ
ー
ヌ
川
上
流
）
に

は
ほ
ど
な
く
フ
ラ
ン
ク
貴
族
の
子
弟
が
殺
到
し
た
。
彼
ら
は
後
に
ガ
リ
ア
中
、
北

部
の
司
教
に
な
っ
て
転
出
し
て
い
る（
９
）。
彼
ら
が
改
革
、
設
立
し
た
修
道
院
に
は
コ

ル
ン
バ
ヌ
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
混
合
戒
律
が
導
入
さ
れ
、
次
第
に
古
ガ
リ
ア
修

道
制
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
。
さ
ら
に
『
戒
律
』
の
伝
播
に
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
修

道
士
が
果
し
た
役
割
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う（
10
）。
七
世
紀
後
半
に
活
躍

し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ビ
ス
コ
ッ
プ
（
ウ
ェ
ア
マ
ー
ス
、
ジ
ャ
ロ
ウ
両
修
道
院
の

創
立
者
）、
ウ
ィ
ル
フ
リ
ッ
ド
（
ウ
ィ
ト
ビ
ー
教
会
会
議
に
お
け
る
ロ
ー
マ
派
の

リ
ー
ダ
ー
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
ロ
ー
マ
滞
在
の
経
験
を
有
し
、
生
涯
を
通
じ
て
教

皇
座
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
院
長
に
就
任
し
た
り
、
設
立
し
た
修
道
院
に
は

『
戒
律
』
が
導
入
さ
れ
た
。
彼
ら
は
ま
た
大
陸
布
教
に
情
熱
を
燃
や
し
て
お
り
、

八
世
紀
に
は
熱
心
な
宣
教
師
（
ウ
ィ
リ
ブ
ロ
ー
ド
、
ウ
ィ
ン
フ
リ
ッ
ド
﹇
ボ
ニ
フ

ァ
テ
ィ
ウ
ス
﹈
な
ど
）
が
そ
の
中
か
ら
輩
出
し
た
。
当
初
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
と
コ

ル
ン
バ
ヌ
ス
の
戒
律
が
併
用
さ
れ
た
が
、
次
第
に
『
戒
律
』
だ
け
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う（
11
）。
一
つ
は
言
う
ま
で

も
な
く
『
戒
律
』
の
内
容
が
簡
明
で
、
し
か
も
中
庸
と
分
別
の
精
神
で
貫
か
れ
て

い
る
こ
と
だ
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
は
そ
の
『
対
話
』
の
た
だ
一
箇
所
で
『
戒
律
』

に
言
及
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
書
い
た
修
道
士
の
戒
律
を
「
分
別

に
お
い
て
す
ぐ
れ
、
表
現
に
お
い
て
立
派
で
あ
る（
12
）」
と
述
べ
て
い
る
。
修
道
士
に

は
十
分
な
食
事
（
毎
日
一
ポ
ン
ド
の
パ
ン
と
四
分
の
一
リ
ッ
ト
ル
の
ブ
ド
ウ
酒
、

二
皿
か
ら
な
る
料
理
）
が
供
さ
れ
、
六
〜
八
時
間
の
睡
眠
が
み
と
め
ら
れ
た
。
夏

の
盛
り
に
は
午
睡
を
と
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
暖
衣
が
供
与

さ
れ
、
日
々
規
則
正
し
く

務
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
修
道
士
の
心
身
を
健
康
に

保
つ
こ
と
が
配
慮
さ
れ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
修
道
制
の
厳
格
な
禁
欲
主
義
か
ら
の

一
一

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口



離
脱
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
『
戒
律
』
と
聖
座
と
の
親
密
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
が
そ
の
著
作
の
中
で
『
戒
律
』
を
称
賛
し
て
以
来
、『
戒
律
』

は
ロ
ー
マ
教
会
公
認
の
修
道
戒
律
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
キ
リ
ス

ト
教
の
歴
史
が
浅
い
イ
ギ
リ
ス
や
北
欧
に
お
い
て
は
唯
一
の
戒
律
と
し
て
急
速
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
他
方
ガ
リ
ア
で
は
『
戒
律
』
は
混
合
戒
律
の
一
部
と

し
て
浸
透
し
て
い
た
。
ソ
リ
ニ
ャ
ッ
ク

S
olignac

（
六
三
二
年
）、
ル
ベ

R
ebais

（
六
三
五
年
）、
ニ
ヴ
ェ
ル

N
iv

elle

（
六
四
〇
年
）、
サ
ン
・
ワ
ン
ド
リ
ル

S
t-

W
andrille

（
六
四
七
年
）、
フ
ル
リ
ー

F
leury

（
六
五
一
年
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
く

が
、
七
世
紀
に
は
『
戒
律
』
は
ま
だ
支
配
的
地
位
を
確
立
し
て
い
な
い（
13
）。
古
ガ
リ

ア
修
道
制
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
レ
ラ
ン
ス
修
道
院
の
歴
史
も
参
考
に
な
ろ
う
。

同
院
で
は
五
世
紀
に
パ
コ
ミ
ウ
ス
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
戒
律
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

七
世
紀
初
頭
に
は
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
の
戒
律
が
導
入
さ
れ
、
同
世
紀
末
に
は
フ
ル
リ

ー
修
道
院
出
身
の
院
長
ア
イ
グ
ル
フ
ス
に
よ
っ
て
『
戒
律
』
が
採
用
さ
れ
た
。
こ

の
た
め
に
彼
は
一
部
の
隠
修
士
の
敵
意
を
招
き
、
孤
島
に
流
さ
れ
て
殉
教
し
て
い

る（
14
）。七

世
紀
末
に
、
は
や
く
も
教
会
会
議
に
お
い
て
『
戒
律
』
の
採
用
が
決
議
さ
れ

た
。
六
七
〇
年
に
オ
ー
タ
ン
司
教
レ
オ
デ
カ
ー
ル
（
元
リ
ュ
ク
ス
イ
ユ
修
道
士
）

が
同
市
に
招
集
し
た
教
会
会
議
に
は
五
十
四
名
の
司
教
が
出
席
し
た
。
こ
こ
で
同

司
教
は
出
席
者
全
員
に
『
戒
律
』
の
採
用
を
促
し
た（
15
）。
す
で
に
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
の

死
後
半
世
紀
以
上
が
経
過
し
て
い
た
が
、
彼
の
戒
律
は
も
は
や
問
題
に
さ
れ
て
い

な
い
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
末
期
に
は
、
宮
宰
カ
ル
ロ
マ
ン
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

修
道
士
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
が
協
力
し
て
『
戒
律
』
の
普
及
に
努
め
た
。
ド
イ
ツ

で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
（
七
四
二
／
四
三
年
）
は
、
修
道
士
、
修
道
女
が
「
聖

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
に
従
っ
て
生
活
す
る
」《juxta

regulam
sancti

B
enedicti

…vivere

》
よ
う
に
勧
告
し
た（
16
）。
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
は
事
前
に
教
皇
ザ
カ
リ
ア

ス
の
指
示
と
助
言
を
あ
お
い
で
い
る
。
エ
ノ
ー
地
方
で
開
催
さ
れ
た
レ
プ
テ
ィ
エ

ン
ヌ
教
会
会
議
（
七
四
三
・
三
）
も
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
主
宰
の
も
と
に
開
催

さ
れ
た
。
当
会
議
は
「
修
道
院
長
お
よ
び
修
道
士
は
、
律
修
生
活
の
規
範
を
復
興

す
る
た
め
に
聖
父
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
を
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る（
17
）」
と
決
議
し

た
。カ

ロ
リ
ン
グ
朝
期
に
は
、
カ
ー
ル
大
帝
と
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
が
『
戒
律
』

の
普
及
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
い
る
。
ヘ
ル
ス
タ
ル
勅
令
の
な
か
で
カ
ー
ル

は
『
戒
律
』
の
遵
守
を
命
じ（
18
）、
そ
の
八
年
後
に
は
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
に
臣
下
を

遣
わ
し
て
『
戒
律
』
の
写
本
を
取
り
寄
せ
た
（
七
八
七
年
）。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の

自
筆
原
本
は
、
当
時
ラ
テ
ラ
ノ
図
書
館
か
ら
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
に
移
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
原
本
が
九
世
紀
末
に
焼
失
し
て
か
ら
は
カ
ー
ル
が
取
り
寄
せ
た
写

本
が
唯
一
の
規
格
本
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
後
に
多
数
の
写
本
が
生
み
だ
さ
れ
た
。

ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
本
第
九
百
十
四
号
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。『
戒
律
』
は
や

が
て
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
、
ラ
イ
ヘ
ナ
ウ
、
フ
ル
ダ
な
ど
の
帝
国
修
道
院
に
導
入

さ
れ
た
。
七
九
四
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
で
は
、
三
つ

一
二
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の
決
議
カ
ノ
ン
の
中
で
『
戒
律
』
が
言
及
さ
れ
て
い
る（
19
）。
カ
ー
ル
は
巡
察
使
勅
令

の
中
で
も
「
断
固
と
し
て
」《firm

iter
et

fortiter

》『
戒
律
』
を
遵
守
す
る
よ
う
に

と
命
令
し
た
（
八
一
二
年（
20
））。
か
く
て
カ
ー
ル
の
治
世
末
年
に
は
、
混
合
戒
律
の

時
代
は
漸
く
終
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。
帝
国
の
安
寧
秩
序
を
維
持
す
る
た

め
に
は
、
帝
国
全
域
に
お
い
て
同
一
の
戒
律
と
慣
習
を
厳
守
す
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

修
道
士
の
祈
り
が
必
要
で
あ
っ
た
。
八
世
紀
末
に
フ
ル
ダ
修
道
院
長
に
宛
て
た
書

簡
の
中
で
、
カ
ー
ル
は
フ
ル
ダ
修
道
士
を
「
わ
が
忠
良
な
る
祈

者
」《fidelibus

oratoribus
nostris

》
と
称
え
て
い
る（
21
）。
カ
ー
ル
を
継
い
だ
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝

も
父
帝
の
修
道
院
政
策
を
踏
襲
し
た
。
彼
は
ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
を
宗
教

行
政
の
最
高
顧
問
に
任
命
し
た（
22
）。
第
二
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
と
い
わ
れ
る
ア
ニ
ア
ヌ

の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
主
宰
し
た
ア
ー
ヘ
ン
会
議
（
八
一
七
・
七
）
は
全
文
八
十
三

条
か
ら
な
る
決
議
文
を
採
択
し
た
。『
戒
律
』
の
実
践
と
暗
唱
が
推
奨
さ
れ
、『
戒

律
』
に
則
っ
て
聖
務
日
課
を
営
む
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
（
第
一
、
二
、
三
条（
23
））。

我
々
が
固
有
の
意
味
に
お
け
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
を
語
り
う
る
の
は
こ
の
時

か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
ヘ
ン
会
議
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
ミ
サ
は
日
課
と
し
て

定
着
し
、
生
・
死
者
の
た
め
の
詩
篇
交
誦
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
司
祭
に
叙
階
さ

れ
た
修
道
士
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
修
道
院
は
聖
俗
界

の
た
め
の
代

の
府
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
政
策

を
受
け
継
い
で
、
こ
れ
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
十
世
紀
に
始
ま
る
改
革
修
道
制
で

あ
っ
た
。

（
１
）
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
著
（
橋
本
龍
幸
訳
）「
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス

伝
」（
前
掲
『
中
世
思
想
原
典
集
成
４
』
八
八
三
頁
以
下
）
の
第
九
、
二

十
七
章
を
み
よ
。
な
お
西
欧
の
修
道
制
を
概
観
し
た
基
本
的
文
献
を
以
下

に
掲
げ
て
お
く
。Ph.Schm

itz,H
istoire

de
l’O

rdre
de

Saint-B
enoît.t.I-

VII,
M

aredsous
21948-56

（1941

）;P.C
ousin,

P
récis

d’H
istoire

m
onas-

tique.T
ournai1956;L

.J.D
aly,B

enedictine
M

onasticism
.Its

form
ation

a
n

d
d

evelo
p

m
en

t
th

ro
u

g
h

th
e
12

th
cen

tu
ry.

N
ew

Y
o

rk
1965

;

C
.H

.L
aw

rence,
M

edieval
M

onasticism
.

F
orm

s
of

religious
L

ife
in

W
estern

E
urope

in
the

M
iddle

A
ges.L

ondon/N
ew

Y
ork

21985

（1984

）;

G
.Schw

aiger,
“D

as
christliche

M
önchtum

in
der

G
eschichte”,

in:
id.

（H
g.

）,M
ö

n
ch

tu
m

,
O

rd
en

,
K

lo
ster.

V
o

n
d

en
A

n
fä

n
g

en
b

is
zu

r

G
egenw

art.
M

ünchen
1993,

9-43.

邦
語
文
献
と
し
て
は
、
Ｋ
・
Ｓ
・
フ

ラ
ン
ク
著
（
戸
田
聡
訳
）『
修
道
院
の
歴
史
。
砂
漠
の
隠
者
か
ら
テ
ゼ
共

同
体
ま
で
』
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
が
役
に
立
つ
。

（
２
）

U
n

m
oine

de
L

érins,
L

’Ile
et

L
’A

bbaye
de

L
érins.

R
écits

et
descrip-

tion.
L

érins
31929

（1895

）,14-39;
J.F.O

’Sullivan,
“E

arly
m

onasticism

in
G

aul”,
A

m
erican

B
enedictine

R
eview

,
16

（1965

）32-46;
F

.P
rinz,

F
rühes

M
önchtum

im
F

rankreich.
M

ünchen/W
ien
1965

47ff.

レ
ラ
ン

ス
修
道
院
の
貴
族
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
徳
田
直
宏
「
ガ
ロ
・
ロ
マ
ン
末

一
三
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リ
ュ
ニ
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修
道
制
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歴
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期
の
ロ
ー
ヌ
修
道
制
――
レ
ラ
ン
ス
修
道
院
と
そ
の
周
辺
――
」（
前
掲

『
中
世
の
修
道
制
』
七
一
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
３
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
山
田
晶
訳
）『
告
白
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八

年
、
第
八
巻
第
六
章
。

（
４
）
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
（
兼
岩
正
夫
・
臺
幸
夫
訳
註
）『
歴
史
十
巻
（
フ
ラ
ン
ク

史
）
Ⅱ
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、
第
九
巻
第
三
十
三
、
三
十

九
、
四
十
三
章
、
第
十
巻
第
十
五
、
十
六
、
十
七
、
二
十
章
。

（
５
）
前
掲
書
、
第
九
巻
第
三
十
九
章
、
第
十
巻
第
二
十
九
章
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス

と
カ
エ
サ
リ
ウ
ス
の
修
道
戒
律
お
よ
び
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
の
談

話
集
の
邦
訳
は
、
前
掲
『
中
世
思
想
原
典
集
成
』
第
二
、
四
巻
に
収
録
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
の
最
新
の
邦
訳
は
、
古
田
曉
訳
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
の
戒
律
』
す
え
も
り
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
〇
年
。
詳
細
な
註
と
解
説
が

付
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
戒
律
の
理
解
の
た
め
に
は
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン

ド
（
野
村
良
雄
訳
）「
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
と
典
礼
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』

第
二
十
四
巻
第
三
号
（
一
九
四
四
年
）
一
―
四
〇
頁
が
参
考
に
な
る
。

（
６
）

S.G
.L

uff,“A
survey

of
prim

itive
m

onasticism
in

C
entral

G
aul（c.350-

to
700

）”,
D

ow
nside

R
eview

,
70

（1952

）180-203;
F

.P
rinz,

op.cit.,

121ff.

（
７
）

A
.H

astings,
“St

B
enedict

and
the

erem
itical

life”,
D

ow
nside

R
eview

,

68

（1950

）191-211.

（
８
）

F.Prinz,
op.cit.,263ff.;

id.,
A

skese
und

K
ultur.

V
or-und

frühbenedik-

tinisches
M

önchtum
an

der
W

iege
E

uropas.M
ünchen

1980,34-45.

（
９
）

F.Prinz,A
skese

und
K

ultur

…,39ff.

（
10
）

Ibid.,46-58.

（
11
）

C
h.F

.com
te

de
M

ontalem
bert,

L
es

m
oines

d’O
ccident,

depuis
Saint

B
enoîtjusqu’à

SaintB
ernard.t.II,Paris/L

yon
1873,638-46.

（
12
）

‘N
am

scripsitm
onachorum

regulam
,discretione

praecipuam
,serm

one

luculentam
’:M

igne,P
L,t.66,col.200.

（
13
）

U
.F

aust,
“B

enediktiner.
B

enediktinerinnen”,
in:

G
.S

chw
aiger

（H
g.

）,

op.cit.,90-93.

（
14
）

U
n

m
oine

de
L

érins,op.cit.,54-69.

（
15
）

C
h.F.com

te
de

M
ontalem

bert,op.cit.,640-41.

（
16
）

C
.J.H

efele,H
istoire

des
C

onciles

…,III-2,815-25.

（
17
）

‘A
bbas

et
m

onachi
receperunt

sancti
patris

B
enedicti

regulam
ad

restaurandam
norm

am
regularis

vitae’:ibid.,827.

（
18
）

‘ut
secundum

regulam
vivant’:

M
G

H
,

L
egum

S
ectio

II,
C

apitularia

R
egum

Francorum
.H

annoverae,T
om

us
I（1883

）,47.

（
19
）

Ibid.,75-76.cf.can.13,14,16.
（
20
）

‘utfirm
iter

ac
fortiter

secundum
regula

vivant,’:ibid.,94.

（
21
）

Ibid.,78-79.
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（
22
）

J.S
em

m
ler,

“B
en

ed
ictu

s
II:

u
n

a
reg

u
la-u

n
a

co
n

su
etu

d
o

”,
in

:

W
.L

ourdaux
and

D
.V

erhelst（ed.

）,B
enedictine

culture
750-1050.

L
euven

1983,1-49.

（
23
）
ア
ー
ヘ
ン
会
議
の
勅
令
に
つ
い
て
は
、M

G
H

,ibid.,343-49.

を
み
よ
。

三
　
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制

戒
律
と
慣
習
の
統
一
を
目
指
し
た
ア
ニ
ア
ヌ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
改
革
は
、
そ

の
後
の
西
欧
修
道
制
に
多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
十
世
紀
に
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

と
ロ
タ
リ
ン
ギ
ア
に
始
ま
っ
た
修
道
院
改
革
は
、
十
一
世
紀
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道

制
の
下
で
飛
躍
的
な
発
展
を
と
げ
て
い
る
。
十
、
十
一
世
紀
の
西
欧
人
が
宗
教
問

題
を
考
え
る
と
き
に
は
い
つ
も
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
こ
と
が
彼
ら
の
念
頭
に
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
の
生
活
は
、
こ
れ
以
前
あ
る
い
は
以
後
に
発
達
し

た
い
か
な
る
形
式
の
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
と
も
比
較
で
き
な
い
威
厳
を
備
え
て
い

た
と
い
っ
て
よ
い（
１
）。
こ
の
時
代
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
の
特
徴
的
性
格
を
幾
つ

か
あ
げ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
修
道
院
は
執
り
成
し
祈

の
中
心
的
施
設
で
あ

る
。
修
道
院
創
設
者
が
な
に
よ
り
も
必
要
と
し
て
い
た
の
は
、
お
の
れ
と
一
族
の

救
霊
の
た
め
に
執
り
成
し
て
く
れ
る
修
道
士
の
存
在
で
あ
っ
た
。
修
道
院
で
は

日
々
壮
麗
な
典
礼
が
営
ま
れ
た
。
典
礼
執
行
の
必
要
上
、
多
数
の
修
道
士
が
聖
職

者
に
叙
階
さ
れ
た
た
め
に
、
ヌ
ル
シ
ア
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
時
代
の
俗
人
共
同
体

は
こ
こ
に
い
た
っ
て
聖
職
者
共
同
体
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
２
）。
代

施
設
と
し
て
の

修
道
院
の
役
割
は
、
フ
ル
リ
ー
修
道
院
の
影
響
を
強
く
被
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
『
修

道
規
則
集
成
』（R

egularis
C

oncordia

、
九
七
〇
年
頃
成
立
）
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
。
本
集
成
の
編
纂
に
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
の
は
前
世
紀
の
ア
ー
ヘ
ン
会
議
の

決
議
で
あ
っ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
修
道
院
の
保
護
者
で
あ
る
エ

ド
ガ
ー
王
と
王
妃
の
た
め
に
、
一
時
課
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
時
課
に
お
い
て
特
別

の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ（
３
）。
軍
務
に
仕
え
る

務
と
い
う
考
え
は
修
道

院
の
保
護
者
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
大
帝
に
す
で
に
み
と
め
ら
れ
る
。
カ
ー
ル
が
教
皇

レ
オ
三
世
に
宛
て
た
有
名
な
書
簡
（
七
九
六
年
）
は
、
聖
俗
界
の
最
高
指
導
者
の

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
つ
い
て
言
及
し
た（
４
）。
カ
ー
ル
の
任
務
は
異
教
徒
の
侵
入
、
略

奪
を
武
力
に
よ
っ
て
阻
止
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
守
り
抜
く
こ
と
で
あ
り
、

レ
オ
の
役
割
は
モ
ー
セ
に
倣
っ
て
諸
手
を
天
に
差
し
伸
べ
て
神
の
加
護
を
乞
い
、

皇
帝
軍
の
勝
利
を
祈
願
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
代

の
た
め
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

修
道
院
で
広
く
使
用
さ
れ
た
の
が
『
生
命
の
書
』（L

iber
vitae

）
と
『
周
年
記

念

名
簿
』（N

ecrologium

）
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
修
道
院
と
地
域
社
会
と
の

強
い
結
び
つ
き
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
設
立
者
な
い
し
寄
進
者
で
あ
る
当
地
の
貴
族

と
修
道
院
と
の
親
密
な
関
係
が
こ
れ
で
あ
る（
５
）。
バ
ロ
ン
と
そ
の
騎
士
た
ち
は
家
産

の
一
部
を
修
道
院
に
寄
進
し
た
の
み
か
、
一
族
の
者
を
修
道
士
と
し
て
修
道
院
に

送
り
こ
ん
だ
。
つ
ま
り
地
縁
的
に
も
血
縁
的
に
も
修
道
院
と
そ
の
周
辺
貴
族
と
は

緊
密
な
絆
で
結
ば
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う（
６
）。
修
道
院
は
ま
た
貴
族
の
墓
所
で
あ
り
、

一
五
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リ
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ニ
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バ
ロ
ン
と
そ
の
騎
士
た
ち
の
結
束
と
連
帯
を
と
り
も
つ
一
族
郎
党
の
霊
廟
で
も
あ

っ
た
。
権
力
相
互
間
の
平
和
を
保
障
し
、
地
域
社
会
に
政
治
的
安
定
を
つ
く
り
だ

し
た
も
の
こ
そ
修
道
院
な
の
で
あ
り
、
修
道
院
改
革
は
貴
族
権
力
の
確
立
過
程
と

連
動
し
て
い
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
第
三
に
、
改
革
修
道
制
は
新
興
貴

族
を
教
化
し
、
彼
ら
を
キ
リ
ス
ト
の
騎
士
と
し
て
内
面
的
に
陶
冶
し
た
点
が
指
摘

さ
れ
よ
う
。
第
二
代
修
道
院
長
オ
ド
ン
が
執
筆
し
た
『
聖
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
伝
』
は
、

オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
一
貴
族
の
生
涯
を
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
に
一

つ
の
道
徳
的
範
例
を
提
供
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
貴
族
と
し
て
権
力
を
行
使
す
る

こ
と
は
な
ん
ら
聖
性
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
権
力
の
行
使
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に

意
義
づ
け
正
当
化
し
た
『
聖
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
伝
』
が
中
世
最
初
の
「
貴
族
の
鑑
」

（A
delsspiegel

）
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る（
７
）。
ク
リ
ュ
ニ
ー
が
後
に
多

数
の
フ
ラ
ン
ス
人
騎
士
を
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
動
員
で
き
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ク

リ
ュ
ニ
ー
の
貴
族
観
が
背
景
に
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
四
に
、

修
道
院
連
合
形
成
の
動
き
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
で
に
ア
ニ
ア
ヌ
の

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、
イ
ン
デ
ン
修
道
院
を
は
じ
め
十
数
院
を
傘
下
に
従
え
、『
戒

律
』
の
普
及
の
た
め
に
自
ら
の
弟
子
を
修
道
院
長
に
任
命
し
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
の

初
代
院
長
ベ
ル
ノ
ン
も
幾
つ
か
の
修
道
院
を
支
配
し
た
が
、
ヨ
ハ
ネ
ス
十
一
世
が

九
三
一
年
に
第
二
代
院
長
オ
ド
ン
に
与
え
た
特
許
状
は
、
修
道
制
史
上
画
期
的
な

意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た（
８
）。
本
状
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
は
厳
格

な
修
道
生
活
を
求
め
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
や
っ
て
き
た
他
院
の
修
道
士
を
、
た
と
い

彼
の
上
長
の
同
意
が
な
く
て
も
修
道
士
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
が
改
革
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
こ
と
を
ロ
ー

マ
教
皇
が
正
式
に
認
め
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
収
容
特
権
は
修
道
院
自
治
と
修

道
士
の
一
所
止
住
を
さ
だ
め
た
『
戒
律
』
の
掟
に
反
す
る
の
み
か
、
他
院
の
修
道

士
を
「
彼
の
修
道
院
長
の
同
意
と
推
薦
状
な
し
に
」
受
け
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
た

規
定
（
第
六
十
一
条
）
に
も
抵
触
す
る
も
の
だ
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
来
院
し
た
修
道

士
は
「
彼
の
修
道
院
の
風
紀
が
改
善
さ
れ
る
ま
で
」《quosque

m
onasterii

sui

conversatio
em

endetur

》
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
留
ま
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
本
特
許

状
は
他
院
に
た
い
し
て
改
革
強
制
の
意
味
を
も
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ク
リ
ュ
ニ

ー
に
収
容
特
権
と
改
革
の
主
導
権
を
公
認
し
た
本
特
許
状
に
よ
っ
て
修
道
院
の
団

体
形
成
が
可
能
に
な
り
、
修
道
会
形
成
の
端
緒
が
ひ
ら
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。
第

五
に
、
教
皇
に
直
属
し
、
司
教
権
免
属
特
権
を
保
証
さ
れ
た
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会

の
影
響
力
の
増
大
は
教
皇
権
の
覚
醒
と
自
覚
を
促
し
、
教
皇
改
革
を
可
能
に
し
た

要
因
で
あ
っ
た（
９
）。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
と
改
革
教
皇
権
は
必
ず
し
も
利
害
を
同
じ

く
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
改
革
教
皇
権
が
提
起
し
た
重
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
例

え
ば
教
皇
首
位
権
や
聖
職
者
独
身
制
の
問
題
な
ど
）
の
解
決
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

修
道
制
の
影
響
力
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
か
ら

ゲ
ラ
シ
ウ
ス
二
世
に
い
た
る
五
代
四
十
六
年
間
（
一
〇
七
三
―
一
一
一
九
年
）
は
、

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
出
身
の
教
皇
に
よ
っ
て
教
会
が
統
治
さ
れ
た
時
代
で
あ

る
。
半
世
紀
ち
か
く
に
わ
た
っ
て
修
道
士
が
教
皇
座
を
占
め
た
こ
と
は
、
後
に
も
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先
に
も
例
が
な
か
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
が
一
世
を
風
靡
し
た
こ
と
は
、
隠
修
士
や
農
村
回
帰
を

強
く
志
望
す
る
共
住
修
道
士
の
反
発
を
招
い
た（
10
）。
都
市
化
社
会
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

修
道
士
が
必
ず
し
も
十
分
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、

新
た
な
タ
イ
プ
の
修
道
士
が
待
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
十
一
世
紀
末
葉
に
活
躍
し

た
隠
修
士
は
、
そ
れ
以
前
の
隠
修
士
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く

は
フ
ラ
ン
ス
西
部
の
森
林
地
帯
（
例
え
ば
メ
ー
ヌ
・
ア
ン
ジ
ュ
ー
の
境
界
地
帯
に

広
が
る
ク
ラ
ー
ン
の
森
な
ど
）
で
隠
修
士
と
し
て
過
ご
し
た
の
ち
に
再
び
社
会
に

戻
っ
て
巡
歴
説
教
師
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
（
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
テ

ィ
ロ
ン
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
・
ド
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
ミ
ュ
レ
、

ロ
ベ
ー
ル
・
ダ
ル
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
）。
彼
ら
は
特
定
の
戒
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と

を
望
ま
ず
、
聖
福
音
書
に
拠
り
な
が
ら
民
衆
を
善
導
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ

の
巡
歴
に
よ
っ
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
の
一
所
止
住
に
挑
戦
し
、
ま
た
そ
の
説

教
に
よ
っ
て
在
俗
聖
職
者
（
教
区
付
司
祭
）
の
沈
黙
と
怠
慢
に
戦
い
を
挑
ん
だ
と

い
っ
て
よ
い
。
他
方
で
は
、
都
会
の
混
乱
と
喧
噪
を
避
け
て
、
農
村
の
静
謐
の
中

に
理
想
郷
を
捜
し
求
め
た
修
行
者
も
い
る
。
ケ
ル
ン
の
ブ
ル
ー
ノ
が
創
設
し
た
カ

ル
ト
ゥ
ジ
オ
会
（L

a
G

rande
C

hartreuse

）
の
修
道
士
、
モ
レ
ー
ム
の
ロ
ベ
ー
ル

の
創
建
に
な
る
シ
ト
ー
会
の
修
道
士
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
ら
は
せ
わ
し
い
都
会
を

逃
れ
て
僻
遠
の
地
に
赴
き
、
多
数
の
助
修
士

コ
ン
ヴ
ェ
ル
シ

の
手
を
借
り
な
が
ら
開
墾
を
進
め
、

自
給
自
足
の
経
済
圏
（
グ
ラ
ン
ジ
ュ
経
営
）
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
修
道
士
は

能
う
か
ぎ
り
の
孤
独
と
沈
黙
の
う
ち
に
内
的
平
和
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
だ

が
彼
ら
と
旧
来
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
と
の
あ
い
だ
に
は
ま
た
共
通
す
る
点
も

少
な
く
な
か
っ
た
。
新
旧
修
道
制
の
経
済
基
盤
は
い
ず
れ
も
土
地
で
あ
り
、
そ
の

所
有
地
（
森
林
・
沼
沢
地
・
牧
場
・
鉱
山
・
荒
蕪
地
）
は
聖
俗
界
の
恩
顧
者
の
寄

進
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
新
旧
修
道
院
は
と
も
に
修
道
士
の
一
所
止
住

と
禁
域
を
尊
重
し
て
お
り
、
巡
歴
説
教
や
托
鉢
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
両
者
が

修
道
戒
律
と
し
て
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』
を
採
用
し
た
点
も
共
通
で
あ

る
。都

市
化
社
会
に
す
す
ん
で
適
応
し
、
こ
こ
か
ら
派
生
し
た
様
々
な
問
題
に
積
極

的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
に
た
い
す
る
最
大
の
批

判
勢
力
を
形
成
し
た
の
は
律
修
（
修
道
）
参
事
会
員
で
あ
っ
た（
11
）。
聖
職
者
の
私
財

所
有
と
私
宅
居
住
を
承
認
し
た
メ
ッ
ス
司
教
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
の
『
参
事
会
会
則
』

（
七
五
五
年
）
お
よ
び
『
ア
ー
ヘ
ン
会
則
』（
八
一
六
年
）
を
批
判
す
る
動
き
は
十

一
世
紀
前
半
に
始
ま
る
（
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
近
郊
サ
ン
＝
リ
ュ
フ
教
会
の
改
革
）。

教
皇
改
革
期
に
は
、
一
〇
五
九
年
と
一
〇
六
三
年
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
が
聖
職
者

の
私
的
所
有
の
禁
止
と
共
同
生
活
を
命
ず
る
カ
ノ
ン
を
制
定
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン

デ
ル
二
世
が
サ
ン
＝
ド
ニ
教
会
（
ラ
ン
ス
）
に
発
給
し
た
一
〇
六
七
年
の
特
許
状

の
中
で
は
じ
め
て
『
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戒
律
』
が
言
及
さ
れ
た
。
律
修
参

事
会
員
は
小
教
区
司
牧
に
積
極
的
に
関
与
し
、
さ
ら
に
説
教
、
教
育
、
病
人
や
高

齢
者
の
介
護
、
巡
礼
路
で
の
救
護
活
動
な
ど
に
従
事
し
た
。
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ
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ヴ
、
ハ
ー
フ
ェ
ル
ベ
ル
ク
司
教
ア
ン
セ
ル
ム
、
と
り
わ
け
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世

は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
と
在
俗
聖
職
者
の
双
方
か
ら
区
別
さ
れ
る
律
修
参
事

会
員
固
有
の
使
命
を
認
識
し
て
い
た
人
物
と
し
て
記
憶
さ
れ
よ
う
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
修
道
制
が
そ
の
支
配
的
地
位
を
失
う
の
は
あ
ら
た
な
戒
律
（『
聖
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
の
戒
律
』）
に
準
拠
す
る
律
修
参
事
会
員
、
す
な
わ
ち
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
派
参
事
会
員
お
よ
び
プ
レ
モ
ン
ト
レ
会
士
の
登
場
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
十
三
世

紀
に
都
市
の
司
牧
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
托
鉢
修
道
会
の
出
現
に
よ
っ
て
、
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
の
衰
退
は
決
定
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
Ｒ
・
Ｗ
・
サ
ザ
ー
ン
（
森
岡
敬
一
郎
・
池
上
忠
弘
訳
）『
中
世
の
形
成
』

み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
二
九
頁
。

（
２
）

U
.Faust,op.cit.,94.

（
３
）

D
.K

now
les,

“T
he

M
onastic

H
orarium

970-1120”,
D

ow
nside

R
eview

,

51

（1933

）721;
id.,T

he
m

onastic
O

rder
in

E
ngland.C

am
bridge

21966

（1940

）31-56.

（
４
）

G
.T

essier,
C

harlem
agne

（L
e

m
ém

orial
des

siècles

）.Paris
1967,385;

H
.R

.L
oyn

and
J.Percival,

T
he

R
eign

of
C

harlem
agne:

D
ocum

ents
on

C
arolingian

G
overnm

entand
A

dm
inistration.L

ondon
1975,117-19.

（
５
）
サ
ザ
ー
ン
、
前
掲
書
、
一
二
四
―
二
七
頁
。
さ
ら
に
、D

.W
.P

o
eck

,

C
luniacensis

E
cclesia.

D
er

cluniacensische
K

losterverband

（10.-11.

Jahrhundert

）.M
ünchen

1998.

を
み
よ
。

（
６
）

D
.W

.P
oeck,

“A
bbild

oder
V

erband:
C

luny
und

seine
K

löster”,
in:

G
.C

onstable,G
.M

elville,J.O
berste

（H
rsg.

）,D
ie

C
luniazenser

in
ihrem

politisch-sozialen
U

m
feld.M

ünster1998,93-120.

（
７
）

F.H
eer,A

ufgang
E

uropas.E
ine

Studie
zu

den
Z

usam
m

enhängen
zw

is-

chen
politischer

R
eligiosität,

F
röm

m
igkeitsstil

und
dem

W
erden

E
uropas

im
12.Jahrhundert.W

ien/Z
ürich

1949,394.

（
８
）

P
.S

im
on,

B
ullarium

Sacri
O

rdinis
C

luniacensis.
L

yon
1680,1-2;

H
.Z

im
m

erm
ann(H

rsg.

）,P
apsturkunden

896-1046

（V
eröffentlichun-

gen
der

H
istorischen

K
om

m
ission,

B
d.

III
u.

IV

）.W
ien
1985,

N
r.64,

107-08;
W

.G
oez,

K
irchenreform

und
Investiturstreit

910-1122,

Stuttgart2000,17-25.

（
９
）
こ
の
点
に
関
す
る
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
紹
介
し
よ
う
。
一
匿
名

作
家
が
ト
ゥ
ー
ルT

oul

司
教
ブ
ル
ー
ノ
（
の
ち
の
教
皇
レ
オ
九
世
）
の
伝

記
の
中
で
述
べ
て
い
る
話
で
あ
る
。
彼
が
教
皇
位
に
つ
く
前
に
見
た
夢
が

こ
れ
で
あ
る
。
ぼ
ろ
を
ま
と
い
髪
を
み
だ
し
た
一
人
の
醜
い
老
女
が
執
拗

に
ブ
ル
ー
ノ
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
離
れ
な
い
。
た
ま
り
か
ね
た
ブ
ル
ー
ノ

は
老
女
の
額
に
十
字
の
印
を
き
ざ
ん
だ
。
老
女
は
床
に
倒
れ
伏
し
た
が
、

再
び
立
ち
上
が
っ
た
と
き
に
は
絶
世
の
美
女
に
変
身
し
て
い
た
。
ブ
ル
ー

ノ
は
こ
の
直
後
に
見
た
夢
の
中
で
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
オ
デ
ィ
ロ
ン
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に
先
刻
見
た
夢
の
意
味
を
た
ず
ね
た
。
オ
デ
ィ
ロ
ン
が
言
う
に
は
、
こ
の

夢
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
が
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
を
復
興
し
た
と
き

に
見
た
夢
に
似
て
い
る
。
神
が
夢
を
通
し
て
啓
示
し
た
の
は
、
ブ
ル
ー
ノ

が
衰
微
し
た
教
会
と
信
仰
の
再
建
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。「
あ
な
た
は
幸
い
で
す
。
あ
な
た
は
彼
女
（
＝
教
会
）
の
魂
を
死

か
ら
救
い
出
し
た
の
で
す
」《B

eatus
es

tu
et

tu
anim

am
ejus

liberasti

de
m

orte

》
こ
れ
は
オ
デ
ィ
ロ
ン
の
最
晩
年
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
オ

デ
ィ
ロ
ン
の
改
革
の
継
承
者
で
あ
る
レ
オ
九
世
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
が
世
を
去
っ
た
の
は
一
〇
四
八
年
十
二
月
三

十
一
日
で
あ
る
。
レ
オ
九
世
が
登
位
し
た
の
は
一
ケ
月
半
後
の
翌
年
の
二

月
十
二
日
で
あ
っ
た
。
修
道
院
改
革
か
ら
教
皇
改
革
へ
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

を
本
挿
話
は
暗
示
し
て
い
よ
う
。cf.

M
.P

arisse
et

M
.G

oullet

（éd.
et

trad.

）,L
a

vie
du

P
ape

L
éon

IX

（L
es

classiques
de

l’H
istoire

de
France

au
m

oyen
âge,vol.38

）Paris
1997,70-73.

（
10
）

L
.M

ilis,
“T

he
regular

canons
and

som
e

socio-religious
aspects

about

the
year

1100”,
M

éla
n

g
es

E
.R

.L
a

b
a

n
d

e.
P

oitiers
1974,553-61;

L
.K

.L
ittle,

R
eligious

poverty
and

the
profit

econom
y

in
m

edieval

E
urope.L

ondon
1978,61

etseqq.

（
11
）

L
.K

.L
ittle,

ibid.,99-112;
C

.H
.L

aw
rence,

op.cit.,137-44;K
.B

osl,
“D

as

V
erhältnis

von
A

ugustinerchorherren

（R
egularkanoniker

）,S
eelsorge

und
G

esellschaftsbew
egung

in
E

uropa
im
12.

Jahrhundert”,
in:

Istituzioni
m

onastiche
e

istituzioni
canonicali

in
O

ccidente

（1123-

1215

）:A
tti

della
settim

a
settim

ana
internazionale

di
studio,

M
endola

…1977.M
ilano

1980,419-549.

四
　
東
西
修
道
制
の
比
較
と
そ
の
態
様

西
欧
で
は
教
皇
改
革
を
へ
て
名
実
と
も
に
教
皇
首
位
権
が
確
立
し
た
。
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
ー
が
整
備
さ
れ
、
教
皇
と
そ
の
行
政
ス
タ
ッ
フ
（
枢
機
卿
団
）
の
権
限
が
増

大
し
た
。
修
道
会
は
教
皇
権
の
統
制
下
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
教
皇
は
各
地

に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
情
報
網
を
通
じ
て
社
会
の
ニ
ー
ズ
と
教
皇
権
の
要
請
（
こ
れ

は
し
ば
し
ば
濫
用
さ
れ
た
）
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
修
道
制
を
認
可
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
半
面
で
は
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
弱
体
化
を
惹
き
起
こ
し
か
ね
な

い
修
道
制
運
動
（
ワ
ル
ド
ー
派
、
ベ
ギ
ン
派
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
内
の
厳
格
派
な

ど
）
に
は
注
意
を
怠
ら
ず
、
し
ば
し
ば
こ
れ
を
禁
圧
し
た
。
と
く
に
神
秘
思
想
家

の
説
教
に
た
い
し
て
は
警
戒
を
弛
め
ず
、
と
き
に
は
異
端
の
宣
告
さ
え
も
辞
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
ド
ミ
ニ
コ
会
士
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
）。
だ
が
多
く
の

教
皇
は
時
代
の
動
き
に
た
い
し
て
慎
重
で
は
あ
る
が
鈍
感
で
は
な
か
っ
た
。
律
修

参
事
会
運
動
が
下
火
に
な
る
一
一
七
〇
年
代
以
降
、
在
俗
信
徒
の
宗
教
活
動
は
顕

著
な
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
。
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
は
、
司
教
の
同
意
を

一
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得
て
い
な
い
説
教
活
動
を
禁
止
し
た
。
後
継
者
の
ル
キ
ウ
ス
三
世
も
ま
た
説
教
者

グ
ル
ー
プ
（
フ
ミ
リ
ア
ー
テ
ィ
派
お
よ
び
ワ
ル
ド
ー
派
）
を
離
教
者
と
し
て
断
罪

し
た
。
だ
が
五
代
あ
と
の
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
は
フ
ミ
リ
ア
ー
テ
ィ

を
公
認
し
（
一
二
〇
一
年
）、
ワ
ル
ド
ー
派
の
一
部
を
教
会
に
復
帰
さ
せ
て
い
る
。

同
教
皇
は
さ
ら
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
率
い
る
托
鉢
集
団
を
認
可
し
、
彼
を
継
い
だ

ホ
ノ
リ
ウ
ス
三
世
は
説
教
者
集
団
（
ド
ミ
ニ
コ
会
）
を
公
認
し
た
。
修
道
会
の
乱

立
を
懸
念
し
て
そ
の
新
設
を
禁
じ
た
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
カ
ノ
ン
第
十
三
条

は
、
現
実
の
社
会
的
必
要
の
前
に
必
ず
し
も
厳
格
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
あ
ら
た
な
修
道
制
運
動
の
台
頭
と
教
皇
権
に
よ
る
そ
の
吟
味
と
裁
可
の
手

続
き
は
、
こ
れ
以
降
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
教
皇
権
に
よ
る
統
制
と
チ
ェ
ッ
ク

が
存
在
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
西
欧
の
修
道
制
は
多
様
な
試
行
錯
誤
が
可
能
で

あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
た
い
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
修
道
制
に
お
い
て
は
、
進
化
は
一
律
で
し
か
も
単

調
で
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
以
降
、
ア
ト
ス
の
修
道
士
の
名
声
と
彼
ら
に
よ
せ
る
民

衆
の
信
頼
は
、
帝
国
の
衰
退
に
逆
比
例
し
て
増
大
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
ラ
テ
ン

人
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
占
領
、
帝
国
分
裂
を
へ
て
ビ
ザ
ン
ツ
最
後
の
王

朝
パ
ラ
エ
オ
ロ
ゴ
ス
朝
が
成
立
す
る
と
、
ミ
カ
エ
ル
八
世
（
一
二
六
一
―
八
二
年
）

の
教
会
合
同
政
策
に
反
対
す
る
急
先
鋒
に
立
っ
た
の
が
ア
ト
ス
の
修
道
士
で
あ

る（
１
）。
彼
ら
が
唱
道
し
た
神
秘
主
義
的
霊
性
（
静
寂
主
義

ヘ
シ
ュ
カ
ス
モ
ス

）
は
、
十
三
、
十
四
世
紀

に
多
数
の
ビ
ザ
ン
ツ
人
の
心
を
捉
え
た
。
ヘ
シ
カ
ス
ト
（
静
寂
主
義
者
）
は
教
会

合
同
に
反
対
を
唱
え
、
西
欧
の
文
物
の
摂
取
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
ヘ
シ
カ
ス

ム
運
動
の
中
心
的
指
導
者
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
が
一
三
六
八
年
に
列
聖
さ

れ
て
か
ら
は
、
ヘ
シ
カ
ス
ム
の
反
対
者
は
ラ
テ
ン
化
支
持
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
る
お
そ
れ
が
で
て
き
た
。
神
秘
主
義
的
霊
性
の
追
究
と
ヘ
シ
カ
ス
ム
の
高
揚
こ

そ
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
修
道
制
の
性
格
を
方
向
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
み
る
よ

う
に
西
欧
的
な
共
住
修
道
制
が
根
を
下
ろ
す
の
を
妨
げ
た
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

ヘ
シ
カ
ス
ム
の
思
想
的
系
譜
は
四
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る（
２
）。
十
四
世
紀
後
半
に
パ

ラ
ミ
ズ
ム
が
確
立
す
る
ま
で
、
ヘ
シ
カ
ス
ム
は
お
よ
そ
一
千
年
の
歴
史
を
背
後
に

も
っ
て
い
た
。
エ
ジ
プ
ト
人
マ
カ
リ
オ
ス
（
三
九
〇
年
頃
没
）
は
イ
エ
ス
の
祈
り

の
原
初
形
態
を
生
み
、
そ
の
弟
子
で
エ
ジ
プ
ト
の
砂
漠
で
修
行
を
つ
ん
だ
エ
ヴ
ァ

グ
リ
ウ
ス
・
ポ
ン
テ
ィ
ク
ス
（
三
九
九
年
没
）
は
、
心
の
平
静¸α

πά
θεια

と
祈
り

の
効
能
を
説
い
た
。
シ
ナ
イ
山
麓
の
聖
カ
テ
リ
ナ
修
道
院
長
で
あ
っ
た
ヨ
ア
ン
ネ

ス
・
ク
リ
マ
コ
ス
（
六
五
〇
年
頃
没
）
は
、
イ
エ
ス
の
祈
り
を
呼
吸
法
に
結
び
つ

け
、
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ス
修
道
士
の
新
神
学
者
シ
メ
オ
ン
（
一
〇
二
二
年
没
）
は
、

観
想
生
活
を
通
し
て
の
神
と
の
合
一
に
つ
い
て
お
の
れ
の
神
秘
体
験
を
語
っ
て
い

る
。
十
三
世
紀
末
に
ア
ト
ス
の
修
道
士
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
は
、
イ
エ
ス
の
祈
り
を
肉

体
的
統
御
に
結
び
つ
け
て
祈

の
作
法
を
確
立
し
た
。
ヘ
シ
カ
ス
ト
は
庵
室
の
片

隅
で
独
り
前
か
が
み
の
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら
両
目
は
臍
の
あ
た
り
を
凝
視
す
る
。

呼
吸
を
と
と
の
え
、
イ
エ
ス
の
名
を
繰
り
返
し
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
霊
は
鼻

二
〇

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
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一
号



孔
を
通
っ
て
心
に
入
り
、
ヘ
シ
カ
ス
ト
を
聖
化
し
て
神
と
の
合
一
を
実
現
さ
せ
る

と
い
う
。
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
は
ミ
カ
エ
ル
八
世
の
合
同
政
策
の
有
力
な
反
対
論
者
で

も
あ
っ
た
。
十
四
世
紀
三
〇
、
四
〇
年
代
に
、
カ
ラ
ブ
リ
ア
出
身
の
修
道
士
バ
ル

ラ
ア
ム
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
の
あ
い
だ
に
周
知
の
ヘ
シ
カ
ス
ム
を
め
ぐ

る
論
争
が
起
っ
た
。
バ
ル
ラ
ア
ム
の
一
味
に
よ
っ
て
臍
部
凝
視
者

¸οµ
φά

λοσ
κο−

πὸι

と
揶
揄
さ
れ
た
ヘ
シ
カ
ス
ト
を
支
援
す
る
た
め
に
、
パ
ラ
マ
ス
は
ヘ
シ
カ
ス

ト
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た（
３
）。
当
論
争
は
宮
廷
の
政
争
も
か
ら
ん
で
複
雑
な
様
相
を

呈
し
た
が
、
ヘ
シ
カ
ス
ト
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
カ
ン
タ
ク
ゼ
ノ
ス

の
政
権
復
帰
に
よ
っ
て
大
勢
が
決
し
た
。
一
三
五
一
年
七
月
に
開
催
さ
れ
た
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
会
議
は
、
パ
ラ
ミ
ズ
ム
の
正
統
性
を
最
終
的
に
確
認
し
た
。

も
っ
と
も
パ
ラ
マ
ス
自
身
は
自
分
を
神
秘
主
義
神
学
の
刷
新
者
と
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
。
彼
は
自
ら
を
正
教
会
の
伝
統
の
継
承
者
で
あ
り
、
体
現
者
で
あ
る
と
み

な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
は
精
神
統
一
と
肉
体
の
制
御
に
よ
っ
て
心
中
に
神

秘
的
な
光
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
神
の
非
創
造
の
光
で
あ
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
の
弟
子
た
ち
が
タ
ボ
ル
山
で
キ
リ
ス
ト
の
変
容
の
と
き
に
見
た
光
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
の
永
遠
の
光
は
神
の
本
質
ウ
シ
ア

で
は
な
く
て
神
の
作
用
で
あ
り
、
働
き
に

エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

ほ

か
な
ら
ぬ
。
本
質
と
働
き
の
関
係
は
あ
た
か
も
太
陽
と
光
線
の
関
係
に
た
と
え
ら

れ
よ
う
。
観
想
に
お
け
る
神
と
の
神
秘
的
合
一
は
ギ
リ
シ
ア
神
学
の
伝
統
に
な
り
、

そ
の
行
き
着
い
た
先
が
ヘ
シ
カ
ス
ム
で
あ
っ
た
。
ヘ
シ
カ
ス
ト
に
と
っ
て
団
体

務
は
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。
パ
ラ
マ
ス
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
人
物

に
シ
ナ
イ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
い
る
。
彼
も
ま
た
生
涯
の
一
時
期
を
ア
ト
ス
で
す

ご
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
真
の
神
秘
主
義
者
に
と
っ
て
典
礼
へ
の
参
加
は
不
要
で
あ

り
、
と
き
に
は
有
害
で
さ
え
あ
る
。
詩
篇
頌
読
は
あ
ま
り
に
形
式
的
に
す
ぎ
て
、

神
を
観
想
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
っ
て
独
住
制

は
共
住
制
に
ま
さ
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
ア
ト
ス
の
共
住
修
道
院
に
お

い
て
も
、
共
住
制
の
確
立
を
妨
げ
る
動
き
が
徐
々
に
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
だ
。

イ
デ
ィ
オ
リ
ュ
ト
モ
ス¸ιδιόρρυ

θµ
ος

（
自
己
規
律
主
義
）
と
よ
ば
れ
た
特
異
な

修
道
生
活
が
こ
れ
で
あ
る（
４
）。
修
道
士
は
自
身
の
庵
室
を
も
ち
、
私
財
の
所
有
が
み

と
め
ら
れ
た
。
彼
ら
は
祝
祭
日
の
礼
拝
と
食
事
の
と
き
以
外
は
集
団
生
活
か
ら
解

放
さ
れ
、
い
つ
も
は
気
心
の
知
れ
た
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
の
中
で
一
人
の
上
長
の
指

導
下
で
生
活
し
た
。
イ
デ
ィ
オ
リ
ュ
ト
モ
ス
は
や
が
て
相
互
不
干
渉
主
義
に
な
り
、

戒
律
の
弛
緩
を
生
ん
だ
。
マ
ヌ
エ
ル
二
世
・
パ
ラ
エ
オ
ロ
ゴ
ス
（
一
三
九
一
―
一

四
二
五
年
）
は
イ
デ
ィ
オ
リ
ュ
ト
モ
ス
を
廃
止
し
よ
う
と
考
え
た
が
、
す
で
に
時

は
遅
す
ぎ
た
。
イ
デ
ィ
オ
リ
ュ
ト
モ
ス
は
ほ
ど
な
く
ア
ト
ス
全
域
に
普
及
し
て
い

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
四
三
〇
年
に
ト
ル
コ
人
が
テ
サ
ロ
ニ
キ
を
占
領
し
た
直
後
、

ア
ト
ス
は
ス
ル
タ
ン
の
支
配
に
服
し
た
。
し
か
し
ス
ル
タ
ン
は
ア
ト
ス
が
東
方
正

教
世
界
の
聖
地
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
れ
に
干
渉
す
る
こ
と
も
な

く
、
修
道
院
共
和
国
の
自
治
を
尊
重
し
、
本
土
の
所
領
の
大
部
分
を
安
堵
し
た
。

ア
ト
ス
は
今
な
お
正
教
世
界
の
修
道
士
と
一
般
信
徒
に
と
っ
て
は
聖
山
（α ˛´ γιο

ν

o’́ρ
ο

ς

）
で
あ
り
、
彼
ら
が
政
治
的
・
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る

二
一

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口



た
め
に
訪
れ
る
聖
な
る
巡
礼
地
で
あ
り
続
け
て
い
る（
５
）。

十
三
世
紀
以
後
、
西
欧
で
は
修
道
会
の
制
度
化
・
組
織
化
が
す
す
ん
だ
。
第
四

ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
は
各
修
道
会
に
た
い
し
て
三
年
に
一
度
の
管
区
総
会
の
開
催
を

勧
告
し
、
総
会
に
は
四
名
の
シ
ト
ー
会
士
を
顧
問
と
し
て
招
請
す
る
よ
う
に
命
じ

た
。
さ
ら
に
巡
察
使

visitatores

の
派
遣
を
各
総
会
に
義
務
づ
け
て
い
る
（
カ
ノ

ン
第
十
二
条（

６
））。

教
皇
留
保
権
と
教
皇
直
接
叙
任
権
の
発
達
に
よ
っ
て
、
コ
マ
ン

ド
制
が
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
会
を
襲
う
の
は
十
三
世
紀
で
あ
る（
７
）。
空
位
聖
職
祿
を

一
時
的
に
管
理
す
る
（in

com
m

enda
）
臨
時
管
理
者
が
修
道
院
に
姿
を
見
せ
る

の
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
支
院
で
は
十
三
世
紀
後
半
で
あ
り
、
十
五
世
紀
に
は
ク
リ
ュ

ニ
ー
本
院
に
も
姿
を
現
わ
し
た
。
院
長
職
は
教
皇
や
王
侯
が
授
与
す
る
ベ
ネ
フ
ィ

ス
に
な
り
、
か
つ
て
宗
教
的
・
文
化
的
に
偉
大
な
業
績
を
な
し
と
げ
た
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
修
道
院
は
今
や
貴
族
を
扶
養
す
る
施
設
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
８
）。
中
世
末
期
か

ら
近
世
初
期
に
か
け
て
多
く
の
修
道
会
が
分
裂
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
。
ク
リ
ュ

ニ
ー
修
道
会
も
例
外
で
は
な
い
。
十
七
世
紀
に
修
道
会
は
旧
律
派
と
厳
律
派
に
分

裂
し
、
以
後
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
党
派
抗
争
の
泥
沼
に
は
ま
り
こ
ん
だ
。
修

道
会
の
危
機
を
打
開
す
る
た
め
に
修
道
院
長
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
お
よ
び
マ
ザ
ラ
ン

は
、
そ
れ
ぞ
れ
サ
ン
・
モ
ー
ル
会
、
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
会
と
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会

の
合
同
を
企
て
た
が
、
結
局
失
敗
に
お
わ
っ
て
い
る
。
旧
律
派
は
一
七
八
八
年
七

月
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
一
年
後
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
発
し
、
革
命
政
府
に
よ

る
教
会
財
産
の
没
収
（
一
七
八
九
・
一
一
）
を
へ
て
、
翌
年
二
月
に
修
道
会
の
廃

絶
が
決
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

修
道
院
の
大
受
難
時
代
の
の
ち
十
九
世
紀
に
な
る
と
、
ロ
マ
ン
主
義
、
王
政
復

古
の
影
響
下
に
イ
エ
ズ
ス
会
、
シ
ト
ー
会
、
そ
し
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
が
あ
い
つ

い
で
再
建
さ
れ
た
。
西
欧
修
道
制
の
活
力
を
物
語
る
の
は
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の

点
だ
け
で
は
な
い
。
同
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
海
外
進
出
に
踵
を
接
し
て
、

海
外
布
教
、
学
術
研
究
と
交
流
、
司
祭
養
成
を
目
的
と
す
る
単
式
誓
願
の
修
道
会

が
あ
い
つ
い
で
創
設
さ
れ
た
（
サ
レ
ジ
オ
会
、
白
衣
宣
教
会
、
神
言
会
な
ど
）。

そ
し
て
二
十
世
紀
に
は
、
福
音
的
勧
告
に
は
従
う
が
、
公
式
誓
願
、
共
同
生
活
、

修
道
服
着
用
の
義
務
に
は
縛
ら
れ
な
い
在
俗
会
（instituta

saecularia

）
が
あ
ら

た
に
誕
生
し
た
。
そ
の
使
命
は
「
こ
の
世
の
内
側
か
ら
こ
の
世
を
聖
化
す
る
責
任

を
知
る
こ
と
」（
パ
ウ
ル
ス
六
世
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
時
代
の
社
会
的
要
請
と

ニ
ー
ズ
を
巧
み
に
汲
み
取
っ
て
あ
ら
た
な
性
格
の
修
道
制
を
認
可
す
る
こ
と
は
す

で
に
中
世
以
来
の
伝
統
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
こ
に
西
欧
修
道
制
の
強
靭
な
生
命

力
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

S
.R

uncim
an,

T
he

G
reat

C
hurch

…,
37-54.

橋
川
裕
之
「
ビ
ザ
ン
ツ
の

隠
修
士
と
リ
ヨ
ン
教
会
合
同
」『
西
洋
史
学
』
第
二
〇
六
号
（
二
〇
〇
二

年
）
二
四
―
四
六
頁
。

（
２
）

Ibid.,
128-58;

I.H
ausherr,

“L
’hesychasm

e.
É

tude
de

spiritualité”,

O
rien

ta
lia

C
h

ristia
n

a
P

erio
d

ica
,
22

（1956

）,5
-40

,
247

-85
;

二
二
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J.M
eyendorff,

St
G

régoire
P

alam
as

et
la

m
ystique

orthodoxe.P
aris

1976.

な
お
、
エ
ヴ
ァ
グ
リ
ウ
ス
・
ポ
ン
テ
ィ
ク
ス
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク

リ
マ
コ
ス
、
新
神
学
者
シ
メ
オ
ン
、
そ
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス

の
著
作
の
抜
粋
が
邦
訳
さ
れ
て
、
前
掲
『
中
世
思
想
原
典
集
成
３
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）

S
.R

uncim
an,

op.cit.,
141.

西
欧
の
教
会
史
家
の
な
か
に
は
、
ビ
ザ
ン
ツ

の
修
道
制
と
修
道
士
に
た
い
し
て
強
い
偏
見
を
抱
い
て
い
る
者
が
少
な
く

な
い
。
碩
学
と
い
え
ど
も
こ
の
偏
見
か
ら
必
ず
し
も
自
由
で
は
な
い
。
一

例
を
あ
げ
よ
う
。「
十
四
世
紀
に
、
ト
ル
コ
人
が
そ
の
陣
営
の
環
を
ビ
ザ

ン
テ
ィ
ン
の
周
囲
に
次
第
に
引
き
し
め
て
い
た
と
き
に
、
神
秘
的
な
修
道

士
と
思
弁
的
な
人
々
は
「
臍
部
諦
視
」（N

abelschau)

に
耽
っ
て
い
た
。

そ
う
い
う
風
に
身
を
曲
げ
て
い
れ
ば
、「
神
の
光
」
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。「
平
静
主
義
者
」（H

esychasten
）
と
、
彼
ら
は

呼
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
い
よ
い
よ
危
急
に
陥
っ
た
祖
国
と
信
仰
を
守
れ

と
神
が
無
限
の
激
動
へ
と
呼
び
出
し
給
う
た
そ
の
瞬
間
に
、
平
静
で
あ
っ

た
人
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
笑
劇
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
高
慢
な

ギ
リ
シ
ア
的
思
弁
の
末
路
で
あ
っ
た
」（
Ｈ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト

〈
井
上
良
雄
訳
〉『
教
会
史
綱
要
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
一
二
五

頁
）。
か
ほ
ど
に
偏
見
は
強
い
の
で
あ
る
。

（
４
）

S.R
uncim

an,op.cit.,49;L
.B

réhier,op.cit.,454-55.

（
５
）
ア
ト
ス
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
は
、A

.S
im

o
n

o
p

etritis,
H

o
ly

M
o

u
n

ta
in

.
B

u
lw

a
rk

o
f

O
rth

o
d

o
xy

a
n

d
o

f
th

e
G

reek
N

a
tio

n
.

T
hessaloniki

1970.

を
参
照
。「
聖
山
は
正
教
会
の
難
攻
不
落
の
要
塞
で

あ
り
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
教
の
真
の
教
義
と
我
が
民
族

的
・
宗
教
的
伝
統
が
た
ぐ
い
稀
な
熱
意
と
努
力
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
い

る
正
教
会
の
救
い
の
方
舟
で
あ
り
、
砦
な
の
で
あ
る
」（Ibid.,163

）。

（
６
）

R
.F

oreville,
L

atran
I,

II,
III

et
L

atran
IV

（H
istoire

des
C

onciles

O
ecum

éniques
6

）.Paris
1965,353-54.

（
７
）

Ph.Schm
itz,op.cit.,t.IV

,223-57.

（
８
）

G
.S

chw
aiger,

op.cit.,
31.

‘V
ersorgungsstätten

des
A

dels’

（U
.F

aust,

op.cit.,99

）.

二
三

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
歴
史
的
位
置
――
関
口
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二
四

La position historique du monachisme clunisien
SEKIGUCHI Takehiko

( Section d’histoire, Faculté de Pédagogie )

A Byzance, de la fin du Ⅸe
siècle au XIII

e
siècle, la législation monastique était fixée par les

novelles de l’empereur Léon Ⅵ qui modifiaient les lois de Justinien et les dispositions de la

réforme studite.

Le fondateur d’un monastère, qu’il soit empereur, patriarche, métropolite, dote sa fondation

d’un statut particulier appelé typikon. Ce document énumère les biens dévolus au monastère en

échange de ses bons offices spirituels. A partir des nouvelles dispositions, le donateur pourra

même fixer le statut juridique de sa fondation et intervenir jusque dans son organisation

intérieure. Ces typika, statuts des fondations, qui devaient être lus plusieurs fois par an devant

les moines assemblé, montrent l’individualisme des monastères byzantins, qui n’ont jamais

possédé un statut d’ensemble, mais dont chacun avait ses règlements particuliers, sa manière de

vivre, ses usages liturgiques.

L’idée d’un pouvoir centralisé s’exerçant hiérarchiquement, c’est-à-dire le système de centrali-

sation de type clunisien, lui est tout à fait étrangère.

En Occident, les règles monastiques ont pullulé jusqu’à l’adoption générale de celle de Saint

Benoît. La notion de la réforme aussi en Occident est très différent de celle de l’Orient. Entre

autres réformes celle de Cluny sous l’abbatiat d’Odilon (994-1048) rassembla les monastères

en une congrégation soumise à un abbé général, avec une administration centrale et une règle

de totale uniformité quant aux usages et aux obédiences. Au début du XII
e

siècle, l’Ecclesia

Cluniacensis comptait à peu près 1200 maisons. Pour donner la préférence à la prière

liturgique, les moines de choeur de Cluny et ses prieurés, sauf de très rares exceptions, sont

tous prêtres. A cette époque, on a atteint l’apogée du cenobitisme (d’après Saint Benoît, genus

fortissimum). 

En Orient, la nouveauté la plus important est la ruine de l’autorité des hegumenos (supérieure),

sur laquelle reposait jusque-là le gouvernement des monastères. Le mouvement idiorythmique

est parti de l’Athos. L’idiorythmie, c’est-à-dire l’autonomie, permet au moine de vivre à part à

l’intérieure du monastère. L’idiorythmie et l’hésychasme étaient au fond conforme à l’idéal

monastique de l’Orient, qui considérait la contemplation, l’hésychasme comme la vie parfaite,

la seule à conduire au salut. 


